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本資料は、空中写真測量（無人航空機）（以降「従来型ＵＡＶ」という）、地上型レーザースキャナー（以
降「ＴＬＳ」という） 、ＴＳ（プリズム方式） 、ＴＳ（ノンプリズム方式） 、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、 無人航空機搭載型

レーザースキャナー（以降「ＵＡＶレーザー」という）を用いた各種要領のうち、実施または確認すべき事
項を整理したものです。

ご不明な点は、各出来形管理要領および各出来形管理の監督・検査要領を参照願います。

※ＲＴＫ－ＧＮＳＳ及びＴＳを用いた出来形管理技術は、ＴＬＳや従来型ＵＡＶ、ＵＡＶレーザーで、欠測が
有った場合の捕捉やそれに準じる小規模土工の測量を想定したもの。
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【概要】 i-Constructionの取り組み概要

一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善
建設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るなど魅力ある建設現場に
死亡事故ゼロを目指し、安全性が飛躍的に向上

規格の標準化
• 寸法等の規格の標準化された部材の拡

大

施工時期の平準化
•２カ年国債の適正な設定等により、年間を通
じた工事件数の平準化

プロセス全体の最適化へ

i-Constructionの目指すもの

プロセス全体の最適化

今こそ生産性向上のチャンス

労働力過剰を背景とした生産性の低迷
• バブル崩壊後、建設投資が労働者の減少を上回って、ほぼ一貫し

て労働力過剰となり、省力化につながる建設現場の生産性向上
が見送られてきた。

生産性向上が遅れている土工等の建設現場
• トンネルなどは、約５０年間で生産性を最大１０倍に向上。一方、

土工やコンクリート工などは、改善の余地が残っている。（土工とコ
ンクリート工で直轄工事の全技能労働者の約４割が占める）（生産
性は、対米比で約８割）

依然として多い建設現場の労働災害
• 全産業と比べて、２倍の死傷事故率（年間労働者の約0.5%

（全産業約0.25%））

予想される労働力不足
• 技能労働者約340万人のうち、約110万人の高齢者が10年間で離

職の予想

• 労働力過剰時代から労働力不足時代への変化が起こりつつある。
• 建設業界の世間からの評価が回復及び安定的な経営環境が実現し始めている今こそ、抜本的な生産性向上に取り組む大きなチャンス

ＩＣＴの全面的な活用
• 測量、設計から施工,検査、さらには維持

管理・更新までの全てのプロセスにおいて
ICT技術を導入

従来：施工段階の一部 今後：調査・設計から施工・検査、さらには維持管理・更新まで
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【概要】ＩＣＴ活用工事とは？
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建設生産プロセスの下記❶～❺の全ての段階においてICTを全面的に活用する工事であり、入札公
告・入札説明書と特記仕様書に明示することで対象工事とする。

❶ ３次元起工測量
❷ ３次元設計データ作成
❸ ICT建設機械による施工
❹ ３次元出来形管理等の施工管理
❺ ３次元データの納品

※「ICT活用工事」において、上記❶～❺の一連の施工を行うことを「ICT活用施工」という。

●❹

●❸

●❹ ●❺ ●❺

●❺●❹●❶ ●❷

●❶

●❷



【概要】ＩＣＴ活用工事【土工】の発注方法
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（１）対象工種
１）河川土工、砂防土工、海岸土工（ﾚﾍﾞﾙ2工種）・・・掘削工、盛土工、法面整形工

２）道路土工（ﾚﾍﾞﾙ2工種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工

（２）対象工事
・土工（対象工種）を含む「一般土木工事」

（３）発注方式

１）発注者指定型

・予定価格（消費税を含む）が３億円以上

を目安として、発注者が設定した対象工事に適用する。

・予定価格（消費税を含む）が２億円未満かつ、土工数量が50,000m3以上

についても設定することが出来る。

２）施工者希望Ⅰ型

・予定価格（消費税を含む）が３億円未満かつ、土工数量が20,000m3以上

を目安として、発注者が設定した対象工事に適用する。

３）施工者希望Ⅱ型

・予定価格（消費税を含む）が３億円未満かつ、土工数量が20,000m3未満

を目安として、発注者が設定した工事に適用する。

※「そのほか」
ＩＣＴ活用工事として発注していない工事において、受注者からの希望があった場合は、ＩＣＴ活用工事として事後設定でき

るものとし、ＩＣＴ活用工事設定した後は、施工者希望Ⅱ型と同様の取り扱いとする。

なお、砂防土工については、積算要領を準備するまでの当面の間、予定価格に関わらず、土工数量によって、（２）または
（３）を適用する（設計変更時の積算は見積もりとする）。



【施工者希望Ⅱ型】

（１）総合評価の対象としない
《①～⑤を全面活用する場合》

（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する
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土工（対象工種）を含む「一般土木工事」

土工量
1,000m3以上

Yes

No

予定価格が
３億円以上

予定価格が
２億円以上

かつ、土工量
50,000m3

以上

Yes

Yes

No

【発注者指定型】

（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

【施工者希望Ⅰ型】

《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上するNo

ICT建設機械
の施工

No

（１）工事成績の
加点対象としない

（２）機械施工経費のみ
変更計上する

Yes

従来施工

《①～⑤の全面活用を
希望しなかった場合》

「ICT活用工事」

建設生産プロセスの全ての段階におい
てICT施工技術を全面的に活用する工事

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

ＩＣＴ活用工事
として発注し
ていない工事

ＩＣＴ活用工事
希望(協議成立)

Yes

No

Yes

土工量
20,000m3

以上

「ICT活用工事」
に設定

「ICT活用工事」
に事後設定

No

【概要】ＩＣＴ活用工事【土工】の実施方針

発注者指定に設定
する事が出来る



ＩＣＴ活用工事の流れ １/５

ICT活用工事の対象工事

２．機器・ソフトウェア等の選定

・電子納品・電子検査の事前協議

・機器、ソフトウェアの選定、調達

３．ＩＣＴ活用工事の手続き

・設計図書の３次元化の指示の了解

受注者 発注者

（施工者希望Ⅱ型の場合）

監督事項
・設計図書の３次元化の指示

監督事項
・ＩＣＴ施工希望の受理・指示

・ICT施工を希望する旨の提案・協議

機器・ソフトウェア等
の準備段階

ＩＣＴ活用工事に係
る手続き段階

発注段階

・設計図書等の準備
・積算
・評価項目の設定（総合評価落札方式の場合）

機器・ソフトウェア等の準備段階

・設計図書等の貸与

監督事項
・電子納品・電子検査の事前協議の実施・決定

（施工者希望Ⅰ型の場合 入札時）

・ICT活用工事計画書の提出

発注者事項
・３次元起工測量経費、３次元設計データ作成
経費の見積り提出依頼

・３次元起工測量経費、３次元設計データ作成経
費の見積り提出
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１．発注段階（手引き対象外）



ＩＣＴ活用工事の流れ ２/５

ICT活用工事の対象工事

５．工事基準点の設置

・工事基準点の設置

・ＧＮＳＳローバー精度確認試験結果報告書作成

(ＧＮＳＳローバーを使用する場合)

５．工事基準点の設置

４．施工計画書（起工測量）

受注者 発注者

起工測量段階

監督事項
・ｱﾝｹｰﾄ調査の指示
・施工合理化調査の指示

・ｱﾝｹｰﾄ調査の指示の了解
・施工合理化調査の指示の了解

・新技術活用計画書の作成
監督事項
・新技術活用計画書の受理・確認

・基準点等の指示の了解
監督事項
・基準点等の指示

・精度確認試験結果報告書の作成
監督事項
・精度確認試験結果報告書の受理・確認

(TLS,TS（ノンプリズム方式）,RTK-GNSSによる起工測量の場合)

・施工計画書（起工測量編）の作成
監督事項
・施工計画書（起工測量編）の受理・確認

ＩＣＴ活用工事に係る
手続き段階 ・具体の工事内容及び対象範囲の協議

監督事項
・具体の工事内容及び対象範囲の受理・確認

監督事項
・ＧＮＳＳローバーの精度確認試験結果報告書
の受理・確認 7



ＩＣＴ活用工事の流れ ３/５

ICT活用工事の対象工事

６．測量成果簿の作成

受注者 発注者

施工計画・準備段階

（従来型ＵＡＶ出来形管理の場合）
監督事項
・カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果
報告書の受理・確認

監督事項
・測量成果簿の受理・確認
・起工測量の成果品の受理・確認

・起工測量
・測量成果簿の作成
・起工測量の成果品の作成

・カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果
報告書の作成

７．３次元設計データの作成

監督事項
・３次元設計データの作成の成果品の受理・確認

・３次元設計データの作成
・３次元設計データの照査
・３次元設計データの作成の成果品作成

８．設計図書の照査
監督事項
・受注者による設計図書の照査状況の受理・確認

・設計図書の照査

９．施工計画書（工事編）

・施工計画書（工事編）の作成
・設計図書の照査、起工測量結果の反映

監督事項
・施工計画書（工事編）の受理・確認

起工測量段階
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ＩＣＴ活用工事の流れ ４/５

ＩＣＴ活用工事の対象工事

１０．施工段階

１１．出来形管理

・数量計算の方法の協議
・３次元設計データ＋設計数量の協議

受注者 発注者

監督事項
・出来形管理帳票の受理・確認

監督事項
・数量計算の方法の受理・確認
・３次元設計データ＋設計数量の受理・確認

出来形管理段階
・出来形計測
・出来形管理写真の撮影
・出来形管理帳票の作成

河川土工・海岸土工・砂防土工・道路土工

・設計図書等の変更
・変更数量算出
・変更積算
・変更契約

変更契約処理【発注担当者】変更段階

・新技術活用効果調査表の作成
監督事項
・新技術活用効果調査表の受理・確認
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・岩線計測
・部分払い用出来高計測

監督事項
・確認立会

施工段階



ＩＣＴ活用工事の流れ ５/５
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１２．電子納品等作成

ＩＣＴ活用工事の対象工事

受注者 発注者

１３.検査

・書面検査
・実地検査

検査事項
・書面検査・実地検査

完成段階

監督・検査事項
・工事成績評定

監督事項
・ｱﾝｹｰﾄ調査票の受理・確認

・ｱﾝｹｰﾄ調査票の作成

・施工合理化調査票の作成
監督事項
・施工合理化調査票の受理・確認

検査段階

・電子成果品の作成
監督事項
・電子成果品の受理・確認

注）
従来型ＵＡＶ出来形管理:空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）
ＴＬＳ出来形管理:地上形レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）
ＵＡＶレーザー出来形管理:無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）



２．機器・ソフトウェア等の選定・調達
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 各種３次元計測技術を用いた出来形管理に必要な機器・ソフトウェアは、「ＵＡＶ」・「ＴＬＳ」・「ＴＳ」・「ＲＴＫーＧＮＳ
Ｓ」 「写真測量ソフトウェア」※・「点群処理ソフトウェア」・「３次元設計データ作成ソフトウェア」・「３次元出来形帳
票作成ソフトウェア」・「出来高の数量算出ソフトウェア」です。（※は従来型ＵＡＶ出来形管理の場合のみ必要）

 要領・基準等に準拠した適切な機器・ソフトウェアを選定し、出来形計測精度及び機器やソフトウェア間の互換性
の確保が必要です。

 機器・ソフトウェアは測量機器販売店やリース・レンタル店、施工関連のソフトウェアメーカ等より、購入またはリ
ース・レンタルにより調達が可能です。

 各メーカによって機器・ソフトウェアの操作性・機能・コストが異なることから、事前に各メーカのカタログ、ＨＰなど
から情報収集し、またはデモ等のサービスを利用し、操作性や機能を事前確認が必要です。

 電子納品及び電子検査を円滑に行うために、工事着手時に監督職員と受注者で事前協議し決定します。

 機器・ソフトウェア等の選定の実施内容と解説事項

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・必要な機器構成、仕様の確認

・必要な機能の取捨選択

・電子納品・電子検査の事前協議 ・電子納品・電子検査の事前協
議の実施・決定

機器構成、仕様の確認

機器・ソフトウェアの
選定・調達

電子納品・電子検査の事前
協議



２－１．機器・ソフトウェア等の選定・調達

機器構成、仕様確認時の留意点

①パソコン

②3次元設計データ作成
ソフトウェア

３次元設計データの作成 出来形帳票作成

④UAV本体

⑦出来形帳票作成
ソフトウェア

③データ記録媒体
（USBフラッシュメモリ

等）

①パソコン

ＩＣＴ活用工事にかかる各種出
来形管理要領（土工編）に準
拠

出来形帳票作成
出来高の数量算出

⑤写真測量ソフトウェア※

⑥点群処理ソフトウェア

④LS本体

⑧出来形の数量算出
ソフトウェア

①パソコン

（※は従来型ＵＡＶ出来形管理の
場合のみ必要） 12

④ＴS本体

④ＧＮＳＳ本体

ＩＣＴ活用工事にかかる各種出
来形管理要領（土工編）に準
拠 ＩＣＴ活用工事にかかる各種出

来形管理要領（土工編）に準
拠

各種３次元計測技術による起工
測量及び出来形計測



ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

２－１．機器・ソフトウェア等の選定・調達

13

起工測量並びに出来形管理のデータの流れ

従来型ＵＡＶを用いた出来形管理 ＴＬＳを用いた出来形管理



２－１．機器・ソフトウェア等の選定・調達

ＴＳ（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理ＴＳを用いた出来形管理

14

面管理の場合

断面管理の場合



２－１．機器・ソフトウェア等の選定・調達
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ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 無人航空機搭載型ＬＳを用いた出来形管理

面管理の場合

断面管理の場合
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機器・ソフトウェアのタイプごとの機能（例）

※機器・ソフトウェアの機能は各メーカにより様々なため、
受注者はデモ等を利用し、詳細を確認する。

i‐Construction型出来形管理対応のソフトウェア【ＴＬＳ】

下記アドレスに従来型ＵＡＶ及びTLSの対応のソフトウェアが掲載されています。
http://www.nilim.go.jp/lab/pfg/bunya/ict_dokou/document.html

この表は、ＴＬＳ対応ソフトの掲載例を示しています。



２－２．電子納品・電子検査の事前協議
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電子納品及び電子検査を円滑に行うため、工事着手時に、事前協議チェックシート（土木工事用）を活用し、次の
事項について監督職員と受注者で事前協議し決定します。

ｱ)工事施工中の情報交換・共有方法（例：無償ビューワー付ファイルや３DPDFの提出の有無、発注者側の環境確認）

ｲ)電子成果品とする対象書類（例：BD-Rの使用、無償ビューワー付ファイルや３DPDFの提出の有無）

ｳ)その他の事項
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フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・ICT施工を希望する旨の協議の
作成

・ICT施工希望の受理・指示

・見積り書の作成 ・３次元起工測量経費、３次元設計デー
タ作成経費の見積り提出依頼

・設計図書の３次元化の指示

起工測量（従来型ＵＡＶ、ＴＬＳ、その他）
３次元設計データ（3次元設計データがない場合）

・具体の工事内容及び対象範囲
の協議の作成

・具体の工事内容及び対象範囲の受理・
確認

 ＩＣＴ活用工事の手続きに係る実務内容と解説事項

ICT施工を希望する旨の提
案・協議

設計図書の３次元化の指示
の了解

具体の工事内容及び対象範
囲の協議

３次元起工測量経費、3次元設計
データ作成経費の見積り提出

(施工者希望Ⅱ型の場合)

 施工者希望Ⅱ型のＩＣＴ活用工事では、契約後、施工計画書の提出までに、受注者がＩＣＴ施工を希望する場合に
は希望する旨の書類を作成し、協議をします。監督職員はその内容を確認します。

 ＩＣＴ活用工事では、契約した設計図書が３次元化していない場合は、契約後に監督職員より３次元の設計図書
を作成する指示をします

 発注者から３次元起工測量経費、３次元設計データ作成経費の見積り提出の依頼があるので、受注者が見積り
書を作成し、提出します。発注者はその内容を確認します。

 発注者指定型、施工者希望Ⅰ型及び、ＩＣＴ施工を実施することとなった施工者希望Ⅱ型のＩＣＴ活用工事では、
受注者がＩＣＴ活用の具体の工事内容と対象範囲を記載した書類を作成し、協議します。監督職員はその内容を
確認します。
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 ICT活用工事の手続きに係る実務内容と解説事項

 監督職員は、ICT活用技術についてのアンケート調査と、必要に応じて施工合理化調査の指示を行います。

 受注者は、使用するICT活用技術が新技術で有る場合は、その技術を活用する前までに新技術活用計画書を
作成し、提出します。監督職員はその内容を確認し、追記した上で取りまとめ担当に提出します。

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

アンケート調査・施工合理化調
査の指示の了解

・ｱﾝｹｰﾄ調査・施工合理化調査の指示

・新技術活用計画書の作成 ・新技術活用計画書の受理・確認・追記

アンケート調査・施工合理化
調査の指示の了解

新技術活用計画書の作成
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様式－９

（ ）

（内容）

###

・

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

□受理 します。□提出

受
注
者

上記について □承諾 □報告□協議

年月日：

年月日：

上記について □指示 □承諾

回
答 □その他

□協議 □提出

処
理 □その他

添付のICT活用計画書のとおりICTを活用して土工の施工を実施したいので協議します。

添付図 － 葉、その他添付図書

します。■受理

発
注
者

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名    ○○改良工事

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 平成28年4月1日

ＩＣＴ施工を希望する旨の協議
（工事名：○○○○工事）

会社名：○○○○  

チェック欄

　当該工事の土工において、ＩＣＴ施工技術を全ての施工プロセスの段階で活用する場合、「□全て活用する」のチェック欄
に「■」と記入する。

注1) ＩＣＴ活用工事及びＩＣＴ活用施工の詳細については、特記仕様書によるものとする。

【作業工種】
・掘削工
・盛土工
・路体盛土工
・路庄盛土工
・法面整形工

・３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
・３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
・３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術
・３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術

※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注
後の協議により決定する。
※当該工事に含まれる左記作業のいずれかでＩＣＴ建設機械を活
用すればよい

④３次元出来形管理等の施工管理

・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
・レーザースキャナーを用いた出来形管理
・トータルステーションを用いた出来形管理
・トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
・その他の３次元計測技術による出来形管理

※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。

⑤３次元データの納品

ＩＣＴ活用工事計画書【土工】

施工プロセスの段階 適用技術・機種

□全て活用する

①３次元起工測量

・空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
・レーザースキャナーを用いた起工測量
・トータルステーションを用いた起工測量
・トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
・その他の３次元計測技術による起工測量

※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。

②３次元設計データ作成
※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施し
なければならない。

③ＩＣＴ建設機械によ
る施工

• 施工者希望Ⅱ型の工事契約した場合で、受注者がＩ
ＣＴ施工の意志が有る場合、契約後、施工計画書の
提出までにＩＣＴ施工を希望する旨の提案・協議をし
ます。

• 協議には、ＩＣＴ活用計画書が添付されているので発
注者・受注者間で記載内容などについて合意し結論
を得ます。
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３次元起工測量経費等の見積り提出依頼

見積り依頼のイメージ

• 受注者は、発注者からの依頼に基づき、３次元起
工測量の経費や３次元設計データの作成経費の
見積り書を作成し提出します。発注者はその内容
を確認します。
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設計図書の３次元化の指示
様式－９

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

□受理 します。□提出

年月日：

受
注
者

上記について ■承諾 □報告□協議

年月日：

上記について □指示 □承諾

回
答 □その他

□協議 □提出

処
理 □その他

図面及び貸与する、平面線形、縦断線形、横断形状資料と、3次元起工測量を行って取得した3
次元地形データを使って、土工の３次元設計データの作成を追加する。

なお、3次元起工測量の範囲は以下の通りとする。
　・縦断方向は、ＩＣＴ活用施工範囲の起点より－２０ｍより工事区間の終点より＋２０ｍまでの範
囲とする。
　・横断方向は、ＩＣＴ活用施工範囲＋５ｍまでの範囲とする。

本指示内容は変更契約と対象とする。
○○千円（直接人件費、税抜き）を見込んでいる。

添付図 － 葉、その他添付図書

します。□受理

発
注
者

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名    ○○改良工事

工 事 打 合 せ 簿

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 平成28年4月1日

• ＩＣＴ活用工事は、発注者指定型、施工者希望型に
かかわらず、当面の間は、測量・設計を通じて３次
元のデータが整備されていないことから、当初設計
は従来通り２次元図面で契約します。

• 監督職員は、工事契約後に図面の３次元化を指示
します。

• 受注者は図面及び監督職員から貸与する、平面線
形、縦断線形、横断形状資料と、各種３次元計測
技術による３次元起工測量などによって得られた３
次元地形データを使って、３次元設計データの作成
します。

• 受注者は指示に先立ち、３次元起工測量及び３次
元設計データ作成に係る経費の見積もりを監督職
員に提示するものとします。

• 起工測量はＩＣＴ活用施工範囲を縦断方向２０ｍ、
横断方向５ｍ程度に広げた範囲を基本とするが、
現地の状況により適宜対応するものとする。（官民
境界内とする等）
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具体の工事内容及び対象範囲の協議
様式－９

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

□受理 します。□提出

年月日：

受
注
者

上記について □承諾 □報告□協議

年月日：

上記について □指示 □承諾

回
答 □その他

□協議 □提出

処
理 □その他

添付資料のとおり、ICTを活用して土工の施工に関する具体の工事内容と対象範囲を協議しま
す。

添付図 － 葉、その他添付図書

します。■受理

発
注
者

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名    ○○改良工事

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 平成28年4月1日

添付書類のイメージ

• 受注者は、発注者指定型、施工者希望型にかかわ
らず、 受注者からICT活用工事の具体の工事内容
と対象範囲を協議します。監督職員はその内容を
確認します。

• 具体の工事内容は、建設生産プロセスの作業内容
ごとに採用する技術の種類、技術名、使用する技
術の概要とが記載します。

• 対象範囲は、採用した技術を適用する範囲（活用
予定期間、活用予定区間・区域）を記載します。
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アンケート調査票の作成
様式－９

（ ）

（内容）

・

工 事 打 合 せ 簿

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 平成28年4月1日

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名    ○○改良工事

第○条「ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査」について協
力をすること。なお、工期経過後においても同様とする。

本指示内容は変更契約と対象とする。
○○千円（直接人件費、税抜き）を見込んでいる。

添付図 － 葉、その他添付図書

します。□受理

発
注
者

回
答 □その他

□協議 □提出

処
理 □その他

年月日：

上記について □指示 □承諾

受
注
者

上記について ■承諾 □報告□協議

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

□受理 します。□提出

年月日：

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

 監督職員は、ICT活用技術についてのアンケート調
査の実施について指示します。
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新技術活用計画書の作成
新技術活用計画書のイメージ

※新技術効果調査入力システムは以下から入手できます
http://www.netis.mlit.go.jp/

 受注者は、使用するＩＣＴ活用技術が新技術である
場合は、その技術を活用する前までに新技術効果
調査入力システムを使って新技術活用計画書を作
成し、提出用ファイルを提出します。監督職員はそ
の内容を確認し、追記した上で取りまとめ担当に提
出します。
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 施工計画書（起工測量編）時の実施内容と解説事項

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・精度確認試験結果報告書の作成 ・精度確認試験結果報告書の確認・受理

・施工計画書（起工測量編）の作成 ・施工計画書（起工測量編）の確認 ・受理

施工計画書（起工測量編）の
作成

 起工測量にTLSやTS（ノンプリズム方式）、UAVレーザーを使う場合、受注者は精度確認試験結果報告書を提
出します。監督職員はその内容を確認します。

 起工測量に従来型ＵＡＶを使う場合は、使用機器・ソフトウェア（UAV及び使用するデジタルカメラの計測性能、

機器構成及び利用するソフトウエア）と、撮影計画（空中写真の撮影コース及び重複度等）が記載された施工計
画書を受注者は提出します。監督職員はその内容を確認します。

 起工測量にTLSやTS（ノンプリズム方式）、UAVレーザーを使う場合は、使用機器・ソフトウェア（LSの計測性能

、機器構成及び利用するソフトウエア）が記載された施工計画書を受注者は提出します。監督職員はその内容
を確認します。

 起工測量にUAVレーザーを使う場合は、使用機器・ソフトウェア（UAVレーザー本体の計測性能、機器構成及び

利用するソフトウエア）と、飛行計画（飛行経路、飛行高度、レーン間の計測範囲重複度等）が記載された施工計
画書を受注者は提出します。 監督職員はその内容を確認します。

 施工計画書には、使用するシステムの機能および精度が要領に準拠していることを確認できる資料（メーカーカ
タログ等）を添付します。

精度確認試験結果報告書の
作成

(TLS,TS（ノンプリズム方式）, UAVレーザーによる起
工測量の場合)



４－１．従来型ＵＡＶによる起工測量の場合
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機器構成、仕様確認時の留意点

 機器構成

 ＵＡＶ

 ｢無人航空機の飛行に関する許可・承認の審
査要領｣許可要件に準じた飛行マニュアルが
施工計画書の添付資料として提出されます。

 ＵＡＶの保守点検記録が添付されます。

 デジタルカメラ

 計測性能及び計測精度が下記と同等以上で、
適切な点検管理が行われていることを示す書
類が添付されます。

 ソフトウェア

 出来形管理要領に対応する機能を有するソフ
トウェアであることを示すメーカカタログあるい
はソフトウェア仕様書が、施工計画書に添付さ
れます。

・計測性能：表－１を参照
・測定精度：表－１を参照・・・精度確認試験を行う
・撮影方法：インターバル撮影または遠隔でシャッター
操作が 出来る

UAV
飛行マニュアル
保守点検記録（製造元の点検(１回/年以上))

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ メーカ推奨の定期点検
ｿﾌﾄｳｪｱ 「ﾒｰｶｶﾀﾛｸﾞ」または「ｿﾌﾄｳｪｱ仕様書」

カタログ（例）

添付する書類

チェックポイント

チェックポイント

表－１

従来型ＵＡＶを使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア（UAV及び使用するデジタルカメラの計測性能、
機器構成及び利用するソフトウエア）と、撮影計画（空中写真の撮影コース及び重複度等）を記載されます。

計測内容
計測性能

(地上画素寸法) 測定精度

起工測量時 2cm/画素以内 ±100mm以内

岩線計測時 2cm/画素以内 ±100mm以内

部分払い用出来高計測時 3cm/画素以内 ±200mm以内

出来形計測時 1cm/画素以内 ± 50mm以内



４－１．従来型ＵＡＶによる起工測量の場合

撮影計画の留意点

 空中写真測量の撮影コース及び重複度等の記載の
有無を確認します。

 起工測量に利用する従来型ＵＡＶについては、以下
の項目に留意し、撮影計画を作成し、施工計画書に
添付されているか確認します。

空中写真の重複度

28

①所定のラップ率、地上解像度が確保できる飛行経路及び飛
行高度の算出結果を記載する。なお、所定のラップ率につい
ては、進行方向のラップ率９０％以上であることを示す飛行計
画、または、飛行後に進行方向ラップ率８０％以上を確認す
るための確認方法、いずれかを記載すること。

②算出に使用するソフトウェアの名称を記載する。

③標定点の外観及び設置位置、標定点位置の測定方法を示し
た設置計画を記載する。

④同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるようした計画を
記載する。

⑤撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わ
りの撮影区域外をそれぞれ最低１モデル（２枚の空中写真の
組み合わせ）以上設定した計画を記載する。

⑥対地高度は、５０ｍ程度を標準とし、地上画素寸法（出来形
計測時1cm／画素以内、起工測量、岩線計測、部分払い出
来高計測時2cm／画素以内）を確保出来ることを、使用する
カメラの素子寸法及び画面距離から求めるものとし、撮影高
度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたもの
とした計画を記載する。

 実際のラップ率値とは、撮影された写真から求められたラップ率
のことで、確認方法は、例えばソフトウェアのレポートとして、計測対
象範囲のモデル化に利用されている写真のラップ率や、ラップした
枚数で確認できる（下図の確認例）こと等が考えられる。

撮影する写真のイメージ（撮影後に実際の写真重複度を確認できる場合）

写真のオーバーラップの確認例

 空中写真の重複度は、同一コース内の隣接空中写真間で実際の
ラップ率を確認しない場合は９０％以上、確認する場合は８０％以上
とし、隣接コースの空中写真間で６０％以上と規定されています。



４－２．ＴＬＳによる起工測量の場合

機器構成、仕様確認時の留意点 精度確認試験結果報告書（例）

添付する書類

ＴLS計測精度
利用前６ヶ月以内に現場で精度確認を実施し、結
果報告書を作成し添付

ＴLS精度管理 メーカ推奨の定期点検を実施

ソフトウェア 「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

カタログ（例）
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取得したデータの信頼度を
担保します

ＴＬＳを使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア（ＴＬＳの計測性能、機器構成及び利用するソフトウエ
ア）が記載されます。また、精度確認試験を実施して結果報告書が作成されます。監督職員は精度確認試験を計測
前６ヶ月以内に実施していることを確認します。

 機器構成

 ＴＬＳ本体

 計測精度が下記と同等以上で、適正な精度管
理が行われていることを示す書類が添付され
ます。

・測定精度：計測範囲内で±20 mm以内
（起工測量及び岩線確認に利用する場合は

±100mm以内）
・色データ：色データの取得が可能なこと

（点群処理時に目視による選別するために利用する）

 ソフトウェア

 本出来形管理要領に対応する機能を有するソ
フトウェアであることを示すメーカカタログある
いはソフトウェア仕様書が、施工計画書に添付
されます。

チェックポイント
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４－３．ＴＳ（プリズム方式）による起工測量の場合

機器構成、仕様確認時の留意点

 機器構成

 ＴＳ本体

 国土地理院認定３級以上の機種を利用する場
合は計測精度確認は省略できます。

 計測性能および精度管理の根拠となる書類が
添付されます。

・計測性能：カタログ等で国土地理院の認定機種であることが明記され
ている資料

・精度管理：校正証明書あるいは検査成績書により、適正な精度管理

（有効期限内）であることが明記されている資料

添付する書類

ＴＳ計測精度
国土地理院の認定機種であることが明記されている資
料

ＴＳ精度管理 校正証明書あるいは検査成績書を実施して添付

ソフトウェア 「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

カタログ（例）

ＴＳ（プリズム方式）を使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア（ＴＳの計測性能、機器構成及び利用
するソフトウエア）が記載されます。

TS(プリズム方式）を用いた
出来形管理ソフトウェア

３次元計測技術に関する取扱いのＴ
Ｓ（プリズム方式）に対応しています

 ソフトウェア

 3次元データ計測技術に関する取扱いに対応

する機能を有するソフトウェアであることを示す
メーカカタログあるいはソフトウェア仕様書を、
施工計画書に添付されます。

チェックポイント
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４－４．ＴＳ（ノンプリズム方式）による起工測量の場合

機器構成、仕様確認時の留意点

 機器構成

 ＴＳ本体

 計測性能及び精度管理が下記と同等以上で、
適切な点検管理が行われていることを示す書
類が添付されます。

・計測性能：計測範囲内で平面精度±20ｍｍ、鉛直精度±20ｍｍ以内
・精度管理：校正証明書あるいは検査成績書により、適正な精度管理

（有効期限内）であることが明記されている資料

添付する書類

ＴＳ計測精度
利用前６ヶ月以内に現場で精度確認を実施し、結果報
告書を作成し添付

ＴＳ精度管理 校正証明書あるいは検査成績書を実施して添付

ソフトウェア 「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

カタログ（例）

 ソフトウェア

 3次元データ計測技術に関する取扱いに対応

する機能を有するソフトウェアであることを示す
メーカカタログあるいはソフトウェア仕様書を、
施工計画書に添付されます。

ＴＳ（ノンプリズム方式）を使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア（ＴＳの計測性能、機器構成及び利
用するソフトウエア）が記載されます。

TS(ノンプリズム方式）を用いた
出来形管理ソフトウェア

３次元計測技術に関する取扱いのＴＳ
（ノンプリズム方式）に対応しています

精度確認試験結果報告書（例）

チェックポイント
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４－５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる起工測量の場合

機器構成、仕様確認時の留意点

 機器構成

 ＲＴＫ－ＧＮＳＳ本体

 国土地理院の定める１級（２周波）と同等以上
の性能を有する機器を利用します。

 計測性能及び精度管理が下記と同等以上で、
適切な点検管理が行われていることを示す書
類が添付されます。

・計測性能：カタログ等で国土地理院の認定機種であることが明記され
ている資料

・精度管理：校正証明書あるいは検査成績書により、適正な精度管理

（有効期限内）であることが明記されている資料

添付する書類

RTK-GNSS計測精度 ・国土地理院の認定機種であることが明記されている資料

RTK-GNSS精度管理
校正証明書あるいは検査成績書を実施して添付
もしくは現場で精度確認を実施し、結果報告書を添付

ソフトウェア 「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

カタログ（例）

 ソフトウェア

 ３次元データ計測技術に関する取扱いに対応
する機能を有するソフトウェアであることを示す
メーカカタログあるいはソフトウェア仕様書を、
施工計画書に添付されます。

ＲＴＫ－ＧＮＳＳを使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア（ＲＴＫ－ＧＮＳＳの計測性能、機器構成及
び利用するソフトウエア）が記載されます。

チェックポイント



４－６．ＵＡＶレーザーによる起工測量の場合

機器構成、仕様確認時の留意点 精度確認試験結果報告書（例）

添付する書類
ＵＡＶレーザー

利用前６ヶ月以内に現場で精度確認を実施、結果報告書を作成
し添付(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等でIMUとLSを分離した場合は組立後にも実施)

精度管理として、メーカ推奨の定期点検を実施

ＵＡＶ
飛行マニュアル

保守点検記録（製造元の点検(１回/年以上))

ソフトウェア 「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

カタログ（例）
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UAVレーザーを使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア使用機器・ソフトウェア（UAVレーザー本体

の計測性能、機器構成及び利用するソフトウエア）と、飛行計画（飛行経路、飛行高度、レーン間の計測範囲重複度
等）が記載されます。また、精度確認試験を実施して結果報告書が作成されます。監督職員は精度確認試験を計測
前６ヶ月以内に実施していることを確認します。

 機器構成

 ＵＡＶレーザー本体

 ＧＮＳＳ測量機が２周波ＧＮＳＳであり、適正な精度管理が行われ
ていることを示す書類が添付されます。

・２周波GNSS であること
・測定精度：計測範囲内で±20 mm以内

（起工測量に利用する場合は ±40mm以内）
（出来高計測に利用する場合は ±60mm以内）

 ソフトウェア

 本出来形管理要領に対応する機能を有するソフトウェアであること
を示すメーカカタログあるいはソフトウェア仕様書が添付されます。

チェックポイント

 ＵＡＶ

 ｢無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領｣許可要件
に準じた飛行マニュアルが添付されます。

 ＵＡＶの保守点検記録が添付されます。



４－６．ＵＡＶレーザーによる起工測量の場合

飛行計画の留意点

 ＵＡＶレーザーの計画諸元（飛行高度、有効計測幅
コース間隔）、各飛行レーンの計測点範囲の重複度
等の記載の有無を確認します。

 ＵＡＶレーザーについては、以下の項目に留意し、
飛行計画を作成し、施工計画書に添付されているか
確認します。

計測点密度の計算方法の例
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①所定の予測精度が確保できる飛行経路及び飛行高度等
の算出結果

②調整用基準点の概観及び設置位置、調整用基準点位置
の測定方法を示した設置計画

③計測区域を完全にカバーする飛行コースの設定

調整用基準点設置計画の例計画諸元

横断方向：

進行方向： ４ｍ÷５０回転＝８ｃｍ



５．工事基準点の設置
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 工事基準点設置時の実施内容と解説事項

 従来型ＵＡＶやLS等の３次元計測技術を用いた出来形管理では、工事基準点の３次元座標値から幅、長さ等を
算出するため、出来形計測の精度を確保のため工事基準点の精度確保が重要です。

 出来形計測が効率的に計測できる位置にTSが設置可能なように工事基準点を複数設置しておくことが有効で
す。

 標定点等を計測する場合は、基準点からＴＳまでの距離と、標定点等からＴＳまでの計測距離（斜距離）について
の制限は、３級ＴＳを利用する場合は１００ｍ以内（２級ＴＳは１５０ｍ）です。

 ＧＮＳＳローバーの精度確認試験は、出来形計測以外（起工測量、岩線計測、部分払出来高）でＧＮＳＳローバー
を用い標定点及び検証点を設置する場合に必要です。

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・基準点等の指示

・既設の基準点の検測
・工事基準点の設置

・標定点・検証点または調整用基準
点の設置

・ＧＮＳＳローバーの精度確認試験結
果報告書の作成

・ＧＮＳＳローバーの精度確認試験結果
報告書の受理・確認

工事基準点の設置

ＧＮＳＳローバーの精度確認
試験結果報告書の作成

(ＧＮＳＳローバーを使用する場合)
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５－１．従来型ＵＡＶによる起工測量や出来形管理を行う場合

工事基準点等の設置時の留意点

従来型ＵＡＶによる出来形管理で利用するTSを確認して、工事基準点等を配置する。

工事基準点

適切でない工事
基準点例☓

☓

工事基準点から計測点まで
100m以内とする
(3級TSの場合）

作業用車輌等の通過を妨
げない位置に工事基準点
を設置する

工事基準点

工事基準点

☓

測量標は、位置や高さが変動し
ないように適切に設置

検証点

検証点

検証点

標定点

工事基準点

・従来型ＵＡＶによる出来形管理では、出来形精度を確保するため、次の斜距離が３級TSを用いる場合で１００ｍ以
内、２級TSを用いる場合で１５０ｍ以内でなければならない。
（1）TSの設置位置から工事基準点までの距離（TS設置時）
（2）TSの設置位置から標定点までの距離
（3）TSの設置位置から検証点までの距離

・検証点は、既設の基準点や工事基準点を用いることができます。
・検証点は、標定点と兼ねることはできません。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

各点に対空標
識を設置

出来形計測以外（起工、岩線、部分払）はＧＮＳＳローバーで標定点、検証点の設置が可能。

・ＧＮＳＳローバーの精度確認試験が必要。
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５－２．ＴＬＳによる起工測量や出来形管理を行う場合

工事基準点等の設置時の留意点

工事基準点

適切でない工事
基準点例☓

工事基準点から計測点まで
100m以内とする
(3級TSの場合）

作業用車輌等の通過を妨
げない位置に工事基準点
を設置する

工事基準点

工事基準点

☓

測量標は、位置や高さが変動し
ないように適切に設置

標定点

標定点

標定点

ＴＬＳによる出来形管理で利用するＴＳを確認して、工事基準点等を配置する。

・ＴLSによる出来形管理では、出来形精度を確保するため、次の斜距離が３級TSを用いる場合で１００ｍ以内、２級
TSを用いる場合で１５０ｍ以内でなければならない。
（1）TSの設置位置から工事基準点までの距離（TS設置時）
（2）TSの設置位置から標定点までの距離

・ＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法（P57参照）による位置決め機能を有している場合は、標定点を設置
せず計測できます。この場合、ターゲットは基準点あるいは工事基準点上に設置します。

工事基準点

※ TLSは機種により、計測可能距
離が、１００ｍ～１０００ｍまで差が
あります。

※ 標定点は、複数回の計測結果を
合成する際に標定点が必要な場
合に用います。

※ 後方交会法による位置決め機能
を有する場合には、標定点は不
要です。ターゲットは、工事基準
点に設置します。

出来形計測以外（起工、岩線、部分払）はＧＮＳＳローバーで標定点の設置が可能。

・ＧＮＳＳローバーの精度確認試験が必要。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ
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５－３．ＵＡＶレーザーによる起工測量や出来形管理を行う場合

工事基準点等の設置時の留意点

工事基準点

適切でない工事
基準点例

☓

工事基準点から計測点まで
100m以内とする
(3級TSの場合）

作業用車輌等の通過を妨
げない位置に工事基準点
を設置する

工事基準点

工事基準点

☓

測量標は、位置や高さが変動し
ないように適切に設置

標高調整用基準点

水平調整用基準点

ＵＡＶレーザーによる出来形管理で利用するＴＳを確認して、工事基準点等を配置する。

・ＵＡＶレーザーによる出来形管理では、出来形精度を確保するため、次の斜距離が３級TSを用いる場合で１００ｍ
以内、２級TSを用いる場合で１５０ｍ以内でなければならない。
（1）TSの設置位置から工事基準点までの距離（TS設置時）
（2）TSの設置位置から調整用基準点までの距離

工事基準点
（水平調整に使用）

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ
・調整用基準点は、既設の基準点や工事基準点を用いることができます。



５－４．ＧＮＳＳローバーによる標定点等の設置を行う場合
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GNSS精度確認試験の留意点

 実施時期

 利用までに精度確認試験を行い、実施結果を提
出します。

 実施方法

 現場内の２箇所以上の既知点を利用し、GNSS 
による計測結果から得られる既知点の座標を計
測します。

 検査点の設置

 真値となる座標値は、基準点あるいは、工事基準
上などの既知点の座標値や、基準点および工事
基準点を用いて測量した座標値を利用します。

 評価基準

 GNSSによる計測結果を既知点などの真値と比
較し、その差が適正であることを確認します。

GNSSの計測精度が測量全体の精度に影響するため、現場に
設置した２箇所の既知点を使用し、GNSS による計測結果から得
られる既知点の座標と既知点座標を比較し精度点検を行う。

【測定精度】
平面座標 ±20mm以内
標高差 ±30mm以内

評定点等の信頼度を担保
します



６．測量成果簿の作成
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 測量成果簿時の作成の実施内容と解説事項

・カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書の作成は、従来型ＵＡＶで計測し
た都度に作成し、提出されます。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・現況地盤の確認現況地盤の確認
（各種３次元計測技術による起工測
量）

・施工量の算出
・3次元起工測量の成果品の作成

・測量成果簿の受理・確認
工事基準点の精度管理状況の確認
工事基準点の配置状況の確認

・起工測量の成果品の受理・確認

・カメラキャリブレーション及び精度確
認試験結果報告書の作成

・カメラキャリブレーション及び精度確認
試験結果報告書の受理・確認カメラキャリブレーション及び

精度確認試験結果報告書の
作成

起工測量
測量成果簿の作成

起工測量の成果品の作成

(従来型ＵＡＶによる起工測量の場合)

 受注者から工事基準点の測量、設置に係わる資料（測量成果と配置状況）を提出します。監督職員はその
内容を確認します。

 受注者から3次元起工測量の成果品を提出します。監督職員はその内容を確認します。

 従来型ＵＡＶによる出来形管理の場合には、受注者がカメラキャリブレーション（事前使用デジタルカメラを
いて、撮影画像の歪み量、レンズ中心位置等のパラメータを把握する作業）及び精度確認試験結果報告
書を作成し、提出します。監督職員はその内容を確認します。
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６－１．起工測量

面的な地形測量の計測データ作成時の留意点

 自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の地形と異なる場合は、ＴＩＮの結合方法を手動での変更が可能です。

 管理断面間隔より狭い範囲において、点群座標が存在しない場合は、ＴＩＮで補完することができます。

面的な地形測量時の留意点

 着工前の現場形状を把握するための起工測量を面的な地形測量が可能な従来型ＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技
術を用いて実施されます。

 測定精度は、10cm以内（TS（ノンプリズム方式）は± 20mm以内、RTK-GNSSは±30mm以内、UAVレーダー
は±40mm以内）

 計測密度はいずれの３次元計測技術とも0.25㎡（0.5m×0.5mメッシュ）あたり１点以上とします。

・設計照査のために、伐採後に地形測量を実施します。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

・UAVやLS等の３次元計測技術で計測した現況地形の計測点群データから不要な点を削除し、ＴＩＮで
表現される起工測量計測データが作成されます。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ



６－２．従来型ＵＡＶによる起工測量の場合

評定点及び検証点の設置・計測の留意点

 計測精度を確保するための標定点の設置の条件は、「ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）」（国土地理院）（
以下ＵＡＶマニュアルとする）における要求精度を参考とし、以下を標準とします。

 標定点は、計測対象範囲を包括するように外部標定点として撮影区域外縁に１００ｍ以内の間隔となるよ
うに設置するとともに、内部標定点として天端上に２００ｍ間隔程度を目安に設置します。

 検証点については、ＵＡＶマニュアルにおける検証点として天端上に２００ｍ以内の間隔となるように設置し
ます。標定点として設置したものと交互になるようにすることが望ましく、計測範囲が狭い場合については、
最低２箇所設置します。精度確認用の検証点は、標定点として利用できません。

 出来形計測での標定点及び検証点の計測については、４級基準点及び３級水準点と同等以上の精度が
得られる計測方法をとります

 出来形計測以外（起工測量、岩線計測、部分払出来高）については、上記計測方法によらなくてもよいも
のとし、各計測精度以内であればよいものとします。なお、ＧＮＳＳローバーの利用も可能ですが、ＧＮＳＳ
ローバーの計測精度が測量全体の精度に影響するため「５－４．ＧＮＳＳローバーによる標定点等の設置
を行う場合」により精度確認試験を実施するものとします。

・標定点および検証点は基準点、あるいは工事基準点からＴＳを用いて計測を行います。
・標定点および検証点は従来型ＵＡＶによる出来形計測中に動かないように固定します。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

対空標識（評定点・検証点）の例

300m

計測対象範囲 内部評定点

10
0m

外部評定点

200m 検証点

150m 150m
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６－２．従来型ＵＡＶによる起工測量の場合

ＳｆＭ(Structure from Motion)の利用の留意点

 ＳｆＭ(Structure from Motion)の利用においてカメラ位置を直接計測できる手法を併用する場合は、標定点の設

置は不要とすることができます。その場合、「カメラ位置計測を併用する従来型ＵＡＶの事前精度確認試験実施
手順書（案）」により機器の検証を行うものとします。
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 実施時期

 利用前６ヶ月以内に実施する。

 実施方法

 現場に設置した既知点を使用し、空中写真測量か
ら得られた計測点群データ上の検証点の座標の計
測を行う。

 検証点の設置

 精度管理用の検証点を、位置計測が可能な範囲に
ついて、10m 間隔に配置する。

 評価基準

 カメラ位置計測を併用する従来型ＵＡＶによる計測
結果を既知点などの真値と比較し、その差が適正
であることを確認する。

取得したデータの信頼
度を担保します

比較方法 精度確認基準 備 考

各座標値
の較差

±5cm 以下
設置された検証点すべて
で実施

－検証点の設置イメージ－



６－２．従来型ＵＡＶによる起工測量の場合
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空中写真測量の実施時の留意点

①撮影飛行

従来型ＵＡＶによる計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合
は、地形面のデータが取得できません。このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測
を行います。また、次のような条件では適正な計測が行えないので十分気をつけます。

 強風や突風の恐れのある気象条件

 写真が鮮明に撮れないなど暗い場合

 日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合

 草や木などで地面が覆われている場合

②自動航行を行わない場合の留意点

自動航行を行わない場合の計測精度を確保するための所定の条件は以下を標準とします。

 同一コースは、直線かつ等高線の撮影となるように飛行します。

 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低1モデ
ル（２枚の空中写真の組み合わせ）以上形成できるように飛行します。

・空中写真測量の実施にあたっては、航空法に基づく「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要
領」の許可要件に準じた飛行マニュアルを作成し、マニュアルに沿って安全に留意して行います。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

→ 植生が繁茂して空中写真に地面が写らないような場所では、

取得する標高データが不足します。



６－２．従来型ＵＡＶによる起工測量の場合
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計測点群データの作成時の留意点

①撮影飛写真測量ソフトウェアに関する留意事項

 カメラキャリブレーションの結果は、計測精度に影響を与えるため、留意します。

 ＵＡＶの飛行ログデータを使用したデータ処理が行える場合は、利用することもできます。

②点群処理ソフトウェアに関する留意事項

 処理する３次元座標は、出来形管理結果に影響するため、不要点除去時には留意します。

・ＵＡＶにて撮影した空中写真を写真測量ソフトウェアに読込み、地形や地物の座標値を算出し、算出した
地形の３次元座標の点群から不要点等を除去し、３次元の計測点群データを作成します。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

・ＵＡＶにて撮影した空中写真を写真測量ソフトウェアに読込み、地形や地物の座標値を算出し、算出した
地形の３次元座標の点群から不要点等を除去し、３次元の計測点群データを作成します。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

精度確認時の留意点

精度確認の結果、必要な精度を満たさない場合は、写真測量ソフトウェアでの処理を再度実施するなどの前のス
テップに戻って再度実施します。



６－３．ＴＬＳによる起工測量の場合
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ＴＬＳ設置時の留意点

 出来形計測点を効率的に取得できる位置にＴＬＳを設置します。

 ＴＬＳのレーザーと被計測対象物が、できるだけ正対した位置関係になるように設置します。

 ＴＬＳは、急傾斜地や軟弱地を避け、振動のない地盤上に設置します。

・計測対象範囲に対して正対して計測できる位置を選定します。
・計測範囲に対してレーザーの入射角が著しく低下する場合や、１回の計測で不可視となる範囲がある場
合は、不可視箇所等を補間できる計測位置を選定します。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

実証実験結果では・・・
２００ｍで入射角が１０度の場合、水平精度±２０ｍｍ、高さでは±５０ｍｍ程度の精度の低下が見られる。
⇒入射角が小さくなる場合は、ＴLSの設置位置を高くする、ＴLSの位置を変更するなどの配慮が必要です。

計測面

入射角



６－３．ＴＬＳによる起工測量の場合
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標定点の設置・計測時の留意点

 標定点は、計測対象箇所の最外周部に４箇所以上配置します。
 ＴＳから基準点および標定点までの距離に応じて、以下の関係とします。

⇒３級TSの場合 ： １００ｍ以下
⇒２級TSの場合 ： １５０ｍ以下

 ＴＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有している場合は、標定点を設
置せず計測ができます。

・ＴＬＳによる計測結果を３次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を標定点を用いて合成する場合
は、標定点を設置します。標定点は工事基準点からＴＳを用いて計測を行います。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

TSを使った後方交会法による位置決めの例



６－３．ＴＬＳによる起工測量の場合
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計測時の留意点

①計測密度設定の留意点
 ＴＬＳと計測対象範囲の位置関係を事前に確認し、最も入射角が低下する箇所で設定します。
 必要に応じてＬＳの位置を変えるなど、データ処理を含めた作業全体の効率化に留意します。

②測定時の留意点
 可能な限り地形面が露出している状況で計測します。
 以下の条件では適正な計測が行えないので、十分に注意します。

 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまう様な気象
 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合
 強風などで土埃などが大量に舞っている場合
 草や木などで地面が覆われている場所

 ＴＬＳ計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全性に十分考慮します。

・起工測量にあたっては、計測対象範囲内で0.25㎡（0.5m×0.5mメッシュ）に１点以上の計測点が得られ
る設定で計測を行います。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ



６－４．ＴＳ（ノンプリズム）による起工測量の場合

ＴＳ（ノンプリズム）配置の留意点

 ＴＳ（ノンプリズム方式）と被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で確認した最大距
離以内となる範囲を設定します。

 1 回の計測で精度確認試験以上となる範囲がある場合は、設置箇所を複数回に分けて実施します。

・計測対象範囲に対して正対してうえで工事基準点上で計測できる位置を選定します。
・計測範囲に対して、１回の計測で不可視となる範囲がある場合は、不可視箇所等を補間できる計測位置
を選定します。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置・計測時の留意点

 ＴＳ（ノンプリズム方式）が水平で計測点を効率的に取得できる位置
に設置すること。

 ＴＳ（ノンプリズム方式）と被計測対象物ができるだけ正対したうえで
工事基準点上に設置すること。

 工事基準点上の設置によりがたい場合は、後方交会法による任意
の未知点への設置を認めてます。詳細は「ＴＳを用いた出来形管理
要領（土工編）」の「出来形管理用ＴＳによる出来形計測」の記載を参
照すること。

 計測中に器械が動かないように確実に設置すること。

 工事基準点は、３次元設計データに登録されている点を用いること。

 器械高の入力ミスなどの単純な誤りが多いので、注意すること。

 ＴＳ（ノンプリズム方式）と工事基準点の距離が近いと、方位の算出
誤差が大きくなるので注意すること。

後方交会法による位置決めの留意点イメージ
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６－４．ＴＳ（ノンプリズム）による起工測量の場合
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計測時の留意点

①計測密度設定の留意点

 ＴＳ（ノンプリズム方式）と計測対象範囲の位置関係を事前に確認し、出来形評価用データが、点密度で
1m 間隔以内（1 点/m2 以上）で概ね等間隔で得られるよう計測します。

②測定時の留意点
 可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測します。
 以下の条件では適正な計測が行えないので、十分に注意します。

 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまう様な気象
 強風などで土埃などが大量に舞っている場合
 草や木などで地面が覆われている場所

・起工測量は、計測対象範囲内で0.25㎡（0.5m×0.5mメッシュ）に１点以上の計測点が得られる設定で計
測を行います。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ



６－５．ＵＡＶレーザーによる起工測量の場合

調整用基準点の設置・計測の留意点

 調整用基準点は、面積（ｋｍ２）を０．２５で割った値
に１を足した値とし、最低４点、計測対象箇所の四
隅に配置することを標準とします。

 調整用基準点の計測はＴＳを用いて実施し、ＴＳか
ら基準点および調整用基準点までの距離が100m 
以下（３級ＴＳの場合）あるいは150m 以下（２級ＴＳ
の場合）とします。

 工事基準点、BM、KBM へ直接設置できる場合は
、設置してよい。

 標高調整用基準点は、平坦で明瞭な地点を選定し
計測点密度と同一半径の円又はおおむね２倍の辺
長の正方形で作成した標識を水平に設置します。

 水平調整用基準点は、水平位置が特定できる、地
上から突出した円筒物、三角コーン、垂直十字板、
球体などを設置します。

 標識の大きさはＬＳの性能に留意して決定すること
。

・調整用基準点は、平坦で明瞭な地点を選定し工事基準点からＴＳを用いて計測します。
・調整用基準点はＵＡＶレーザーによる出来形計測中は動かないように固定します。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ
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６－５．ＵＡＶレーザーによる起工測量の場合

・ＵＡＶレーザーで計測した点群データについて、コース間較差や調整用基準点における較差等を確認します。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

精度確認時の留意点１

a．コース間標高値の点検

三次元計測データの点検は、調整用基準点との比較によ
り行うものとする。

① 点検箇所の数は、（コース長 メートル/200＋１）の小数
点以下切り上げとする。

② 点検箇所の配置は、重複部分のコースの端点に取り、
重複部分の上下に均等に配置する。

③ 植生のある場所、線状地域等の地形条件で平坦な場
所が無い場合は配置及び点数を変更することができる。

④ 点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、計

測点密度と同一半径の円又はおおむね２倍辺長の正方
形内の計測データを平均したものとする。

⑤ 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差
を求め、較差の平均値等を求めるものとする。

⑥ 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値が３

センチメートル以上の場合は、点検箇所の再選定又は
点検結果からキャリブレーション値の再計測と計測デー
タの再補正を行うものとする。
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６－５．ＵＡＶレーザーによる起工測量の場合

・ＵＡＶレーザーで計測した点群データについて、コース間較差や調整用基準点における較差等を確認します。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

精度確認時の留意点２

b．三次元計測データの点検

コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点
検を行います。

① 調整用基準点と比較する三次元計測データは、所定の格子間隔と同一
半径の円又は２倍辺長の正方形内の計測データを平均したものとする。

② 各調整用基準点において調整用基準点と三次元計測データとの較差
を求め、その平均値とＲＭＳ誤差等を求めるものとする。

③ すべての調整用基準点において三次元計測データの平均値との較差

を、水平位置、標高について求め、その平均値との標準偏差等を求める
ものとする。
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④ 各調整用基準点における点検の結果、水平位置、標高の較差の平均値の絶対値が５センチメートル以上又は
ＲＭＳ誤差が５センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。

⑤ すべての調整用基準点での点検の結果、水平位置、標高の較差の平均値の絶対値が５センチメートル以上の

場合で、標高調整用基準点の較差の傾向が作業地域全体で同じ場合は、地域全体の三次元データの標高値を
上下の一律シフトの平行移動により補正を行う。また、水平調整用基準点の較差の傾向が、作業地域全体で同
じ水平方向にシフトしている場合は、水平方向に一律シフトの平行移動および回転により補正を行う。

⑥ 上記⑤の補正を行った後、再び上記③の点検を実施し、結果を次に示す調整用基準点調査票にとりまとめる。
監督職員から提出の請求があった場合は速やかに提出するものとする。



６－５．ＵＡＶレーザーによる起工測量の場合
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計測時の留意点

①ＵＡＶレーザー計測の実施の留意点
 出来形計測のための飛行は飛行計画に基づき実施すること。
 ＩＭＵの精度が低下しないよう一定方向、等速度で飛行し、旋回は十分な半径で飛行すること。

②測定時の留意点
 可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測します。
 以下の条件では適正な計測が行えないので、十分に注意します。

 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまう様な気象
 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合
 強風などで土埃などが大量に舞っている場合
 草や木などで地面が覆われている場所

 ＵＡＶレーザー計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、飛行等を含
む安全性に十分考慮すること。

・飛行マニュアルに沿って安全に留意して行うこと。
・起工測量は、計測対象範囲内で0.25m2（50cm×50cm メッシュ）あたり1点以上の計測点が得られる設
定で計測します。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ



６－６．起工測量の成果品の作成
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○成果品は、以下の構成で作成されて提出されます。

 各3次元計測技術による起工測量計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN））
 各3次元計測技術による計測点群データ（CSV,LandXML等のポイントファイル）
 工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル）

（標定点ﾃﾞｰﾀは、航空写真測量（UAV）またはTLSの場合）
 各3次元計測技術による起工測量の状況写真

（従来型ＵＡＶは撮影した写真）
 工事基準点及び標定点、検証点を表した網図

（標定点は航空写真測量（UAV）またはTLSの場合、検証点は航空写真測量（UAV）の場合）
 その他資料（例：使用機器の利用状況写真、飛行計画に沿って撮影したことの証明資料）等

各3次元計測技術による起工測量の成果品



６－７．精度確認試験の実施・結果の提出の実務内容
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カメラキャリブレーションおよび精度確認試験の留意点  実施時期

 写真測量ソフトウェアから計点群データを算出す
る際に実施します。

 本精度確認は空中真測量 （ＵＡＶ）により計測ごと
行います。

 実施方法

 現場に設置した既知点を使用し、空中写真測量か
ら得られた計測点群データ上の検証点の座標を
計測します。

 検証点の設置

 真値となる座標は、基準点 あるいは、工事基準上
などの 既知点の座標値や、基準点および工事基
準点を用いて測量した座標値を利用します。

 評価基準

 空中写真による計測結果を既知点などの真値と
比較し、その差が適正であることを確認します。

従来型ＵＡＶによる出来形管理を行う場合

現場における従来型ＵＡＶの測定精度を確認するため
に、現場に設置した２箇所の既知点を使用し、空中写
真測量から得られた計測点群データ上の検証点の座
標と既知点座標を比較し精度確認試験を行われます。

【測定精度】
各座標値の較差±５ｃｍ以内

取得したデータの信頼
度を担保します



７．３次元設計データの作成時の実務内容

 ３次元設計データの作成時の実施内容と解説事項

57

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・３次元設計データの作成

・３次元設計データの照査

・３次元設計データの作成の成果品
作成

・３次元設計データの作成の成果品の状
況の受理・確認

・３次元設計データによる指示

３次元設計データの照査

 受注者は、３次元設計データ作成ソフトウェアを用いて、設計図書・基準点設置結果及び３次元起工測量に基づ
き３次元設計データを作成し、照査します。監督職員は受注者が照査を実施していることを確認します。

 ３次元設計データ作成の作業量は、現場条件（施工延長、変化点等）により異なります。

 監督職員は、３次元設計データを契約図書に位置付けるため、受注者より提出されたデータにより施工すること
指示する。

３次元設計データの作成
または修正

３次元設計データの作成の成
果品作成

３次元設計データによる指示



・３次元設計データ作成ソフトウェアは道路中心線形データの読み込みが可能です。
・道路中心線形データを読み込む場合、平面線形入力作業および縦断線形入力作業の簡略化が可能です。

７－１．３次元設計データの作成
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===＝

３次元設計データの作成手順とイメージ

工事基準点入力

平面線形入力
（測点座標、曲線要素）

縦断線形入力
（勾配変化点要素）

作成手順

３次元設計データイメージ

※作成方法の詳細は、次ページ以降を参照のこと。
また、本作成手順はICT設計データ変換ソフト

（ （社）日本建設機械化協会 施工技術総合研究
所より無償で入手）を用いた場合の例です。

縦断線形

縦断曲線長VCL

縦断変化点座標

円曲線

IP EP座標

直線緩和曲線
（クロソイド）

緩和曲線
（クロソイド）

直線

BP座標平面線形座標系入力

道路中心線形データが詳細設計等で納品されている場合について参考

出来形横断面形状入力
（出来形横断面要素）

道路中心線
（又は堤防法線）

出来形横断面形状

要素高

勾配(%)

勾配
(1:x)

道路幅

起工測量成果の取込

（出来形横断面要素の
調整）

地形データ

要素の修正→



７－１．３次元設計データの作成

59

座標系入力イメージ

 工事で基準とする座標系を入力します。

入力

測地系選択

水平座標系選択

※以降、サンプル画面は、ICT設計データ変換ソフト
（ （社）日本建設機械化協会 施工技術総合研究所より
無償で入手）の画面を貼付



７－１．３次元設計データの作成
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工事基準点入力イメージ

 TS設置時に利用する工事基準点座標を測量結果や平面図等から入力します。

測量結果サンプル（基準点網図）

No.3

No.2

平面図サンプル

水準点T-1

水準点T-2

水準点T-3

入力項目イメージ

測量結果、平面図からの入力項目
①基準点,水準点の設定
No.1:基準点（X,Y,Z）

・ ・ ・・
T-1 :水準点（X,Y,Z）

・ ・ ・・

基準点No.3

基準点No.1

基準点No.2

T-3

T-2No.1

T-1

入力

X座標

Y座標

Z座標

X座標 Y座標

Z座標

入力画面サンプル

工事基準点入力後画面（サンプル）

入
力

入
力



７－１．３次元設計データの作成
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平面線形入力イメージ

 線形計算書や平面図を参照し、平面線形要素を入
力します。

縦断図サンプル

入力画面サンプル

入力

起点、
変化点 累加距離 標高 VCL

縦断線形要素入力後画面（サンプル）

縦断図からの入力項目
①起点の設定

起点：累加距離、標高
②変化点の設定

変化点：累加距離、標高H、縦断曲線長VCL

縦断線形

縦断曲線長VCL

縦断勾配変化点

起点

変化点

累加距離、標高H

入
力 BP

EP

測点1
測点2

測点3

測点4

入力項目イメージ

高さが与えられ、縦
断方向の壁が構築
される。



７－１．３次元設計データの作成
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横断線形入力イメージ

 管理断面を設定します。

 横断図を参照し、中心線からの横断距離、高
低差を取得します。

 横断面形状（幅、基準高、法長）を設定します。

横断図サンプル

横断図からの入力項目
①道路面の設定

道路幅、横断勾配
②法面の設定

法長、法面勾配、要素高

道路中心線
（又は堤防法線）

横断面形状

要素高

勾配(%)

勾配
(1:x)

道路幅

横断線形要素入力画面（サンプル）

入力

道路幅
横断勾配

法長

要素高

管理断面入力画面（サンプル）

管理断面

入力

入力

BP

EP

測点1
測 点
2

測点3

測点4

入力項目イメージ

測点に横断面
が与えられ、
横断方向の壁
が構築される。

入
力
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起工測量成果の取込イメージ

 ３次元起工測量で取得した地形データを取込
ます。

 横断図を参照し、地表面の位置似合わせて横
断面形状（幅、基準高、法長）を調整します。

 必要に応じて、小段の延伸や縮小、すりつけな
どを調整します。

道路中心線
（又は堤防法線）

出来形横断面形状

要素高

勾配(%)

勾配(1:x)

道路幅
出来形横断面形状

要素高

勾配(1:x)

地形データ
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設計図面（平面図・縦断図・横断図）の取り込みイメージ

2次元CAD図面

3次元設計データ作成ソフトウェア
（CAD図面の取込み機能有り）

縦断図サンプル
入力画面サンプル

縦断曲長VCLをク
リック

縦断曲線長VCL
を自動入力

読込

入力

・ＣＡＤ図面の取込機能を有する３次元設計データ作成ソフトウェアを用いる場合、設計データの作成作業が省力化されます。

ＣＡＤ図面取込機能を利用した３次元設計データの作成参考



７－２．３次元設計データの照査
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３次元設計データの照査イメージ

 受注者は、設計図書と３次元設計データとを照合し
、設計図書の不備および入力ミス等がないかを確認
します。監督職員は受注者がチェックしていることを
確認します。

 UAVやLSによる出来形管理では、３次元設計デー

タに不備があると、出来形計測値の精度管理ができ
なくなります。

 確認項目は、3次元設計データチェックシートにより
ます。

比較

紙図面・2次元CADデータ上
で記載内容を目視確認

３次元設計データ作成ソ
フトウェア上で入力データ
を目視確認

チェック入り図面 チェックシート

チェック部分

データの整
合性を確認

3次元設計データと２次元CADデータとの各デー

タに相違がないことを確認したチェックシートが監
督職員へ提出されるので○の記載があることを
確認します。



７－２．３次元設計データ作成の照査
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工事基準点は、事前に監督職員に提出してい
る工事基準点の測量結果と対比し、確認します。

平面図及び線形計算書と対比し、確認します。

縦断図と対比し、確認します。

・ソフトウェア画面と対比し、設計図書の管理項
目の箇所と寸法にチェックを記入します。

・３次元設計データから横断図を作成し、設計
図書と重ね合わせて確認します。

・３次元設計データの入力要素と３次元設計
データ（ＴＩＮ）を重畳し、同一性が確認可能な３
次元表示した図を提出します。

３次元設計データチェックシートの提出の留意点 受注者が実施します

３次元設計データと設計図書の照合に用いた
資料は整備・保管し、監督職員から資料請求が
あった場合には、速やかに提示します。

監督職員は「○」が付記されて
いること確認します

（様式－ １）
平成　   年　   月　   日

工 　事 　名：　　　　　　 ○○○○工事

受注会社名：　　　　　　(株)○○○組　

作 　成 　者：　　　　　　○○　○○　印

３次元設計データのチェックシート
項　　　目 対　　象 内　　　容

チェック

結果

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？

・工事基準点の名称は正しいか？

・座標は正しいか？

・起終点の座標は正しいか？

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？

・曲線要素の種別・数値は正しいか？

・各測点の座標は正しいか？

・線形起終点の測点、標高は正しいか？

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？

・曲線要素は正しいか？

・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？

・基準高、幅、法長は正しいか？

５） ３次元設計
　　データ

全延長
・入力した２）～４）の幾何形状と出力する３次元設計デー
タは同一となっているか？

※１　各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。
※２　受注者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料の
　　　 請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提示するものとする。
　　　　　・工事基準点リスト（チェック入り）
　　　　　・線形計算書（チェック入り）
　　　　　・平面図（チェック入り）
　　　　　・縦断図（チェック入り）
　　　　　・横断図（チェック入り） 
　　　　　・3 次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）
　　　 なお、河川土工の場合「線形計算書」とは「法線の中心点座標リスト」等を指す。
※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることができる。

１） 基準点及び
　　工事基準点

２） 平面線形

３） 縦断線形

４） 出来形横断面
　　形状

全延長

全点

全延長

全延長



７－２．３次元設計データの照査
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基準点の確認（例） 横断図の確認（例）

データ重ね合わせによる横断図の確認（例）

作成したデータと図面の
形状を重ねてチェック

作成したデータと設計図面の
数値をチェック

ｿﾌﾄｳｪｱによる表示あるいは印刷物の
３次元ビューの確認（例）

作成したデータと設計図面の
数値をチェック



68

入力ミス
（横断データ）

入力ミス
（縦断データ）

入力ミス
（構成点データ）

 ３次元設計データ作成ソフトには、入力結果を立体視することが可能（ビューワ機能）となっています。

 このため、本機能を活用することにより３次元設計データが正しく入力されているか確認が可能です。

 なお、３次元設計データ作成ソフトメーカーからは、無償ビューワー付ファイルを作成するソフトが販売されていま
す。

３次元ビューでの確認例

７－２．３次元設計データの照査



８．設計図書の照査
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 設計図書の照査時の実施内容と解説事項

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・設計図面（線形計算書・平面図・縦断
図・横断図）の貸与

・3次元設計データの貸与
※3次元設計データを発注者から提供
する場合のみ

・従来の設計図書の照査

・当該工事現場の仕上がり計上の確
定

・当該工事現場の出来形管理箇所の
確定

・受注者による設計図書の照査状況の受理・確
認

設計図書等の照査

 受注者は照査に必要な設計図書を入手し、設計図書に不備や不整合が無いことを照査します。

 また、受注者は作成した３次元設計データから横断図を作成し、設計図書と重ね合わせて、工事現場の形状が
一致していることを照査します。

 監督職員は、その照査結果によって内容を確認します。



・詳細な３次元データ（現況地形）を反映することで、設計照査の精度向上や不具合や手戻り
防止につながります。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

８．設計図書の照査
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３次元設計データから横断図を作成し照査するイメージ

データ重ね合わせによる横断図の確認イメージ（例）

作成したデータと図面の
形状を重ねて照査します

 ３次元設計データから横断図を作成し、設計図書と重ね合わせて照査します。

 現地盤線の横断形状が一致しているか？

 工事で構築する横断形状が一致しているか？



９．施工計画書（工事編）の作成
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 施工計画書（工事編）の作成の実施内容と解説事項

 UAVやLS等の３次元計測技術による出来形管理では、施工計画書に適用工種、出来形計測箇所、出来形管理
基準及び規格値・出来形写真管理基準が記載されています。監督職員はその内容を確認します。

 施工計画書には、使用するシステムの機能および精度が要領に準拠していることが確認できる資料（メーカパン
フレット等）が添付されます。

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・施工計画書（工事編）の作成

・設計図書の照査、起工測量結果の
反映

・施工計画書（工事編）の受理・確認
施工計画書（工事編）の作成



９．施工計画書（工事編）の作成
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施工計画書(工事編)への記載事項

 適用工種、出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形写真管理基準を記載します。

 利用するUAV・LS・TS・RTK-GNSS・ソフトウェア等を記載します。

 UAVまたはLS等の３次元計測技術による出来形管理の選定の際に確認した以下の資料等を添付します。
・ソフトウェアの有する機能が記載されたメーカパンフレット等
・UAVやLS等の３次元計測技術の精度を適正に管理していることを証明する検定書あるいは校正証明書

施工計画記載例： http://www.cbr.mlit.go.jp/kensetsu-ict/ict-proposal.html#04



１０.施工段階
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 施工段階の実施内容と解説事項

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・岩線計測
・部分払い用出来高計測

・確認立会

・新技術活用効果調査表の作成 ・新技術活用効果調査表の受理・確認
新技術活用効果調査表の作

成

 ＩＣＴ建設機械により施工し、必要に応じて、岩線計測や部分払い用出来高計測を行います。

 受注者は、ICT活用技術の活用が終わり次第新技術効果調査入力システムを使って新技術活用効果調査
表を作成し、提出します。

 監督職員は、提出された新技術活用効果調査表の内容を確認し、発注者用の部分を入力して取りまとめ先
に提出します。

ＩＣＴ建設機械により施工



１０－１．岩線計測・計測データの作成
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設計変更のために必要な場合は、岩区分の境界を把握するための岩線計測を、面的な地形計測が
可能なUAVやＬＳ等の３次元計測技術を用いて実施します。

岩線計測の留意点

UAVやＬＳ等の３次元計測技術で計測した岩線の計測点群データから不要な点を削除し、ＴＩＮで表現
される岩線計測データを作成します。

岩線計測データ作成の留意点

 面的なデータを使用して設計変更の根拠資料とする際は、設計形状を示す３次元設計データについて、監督職
員との協議を行い、設計図書として位置付けます。

 測定精度は、10cm以内(TSやRTK-GNSSの場合は±50mm以内)とします。

 計測密度は、0.25㎡(0.5m×0.5mメッシュ)あたり１点以上とします。

 自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の出来形計測と異なる場合は、ＴＩＮの結合方法を手動で変更可能です。

 管理断面間隔より狭い範囲においては、点群座標が存在しない場合は、ＴＩＮで補完することができます。

 別の計測日の計測点群データをそれぞれ重畳して１つの岩線計測データを作成することもできます。



１０－２．土（岩）の分類の境界 変化位置確認

出典：公共工事の監督と平成27年9月2日 四国地方整備局企画部技術検査官 75

土(岩)質の確認と、変化位置の確認箇所のマーキング
方法は従来と変わり有りません。



１０－３．土（岩）の分類の境界変化時の処理フロー①

受注者の実務内容 発注者の実務内容

例：頻度は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と
一致しない時

・岩線計測データの取得方法を記載します

土（岩）の変化発生
施工管理記録の作成

・土（岩）の変化位置
従来方式：レベルとテープ等により高さとCLからの離れを測量

自主管理の横断図を作成
３次元データ計測技術：－

・土（岩）の質
従来方式：シュミットハンマーなどで確認
３次元データ計測技術：シュミットハンマーなどで確認

・写真の撮影
但し、監督職員が臨場した箇所は、出来形管理写真の撮影は省略
できます

注：３次元計測技術とは、従来型ＵＡＶ、TLS、TS、RTK-GNSS、UAVレーダー
のいづれか

※従来方式による場合は実地分のみの通知します。
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施工計画書 作成

段階確認の頻度 指示了解

施工予定表（実地分、机上分） 作成 受理

通知書（実地分、机上分） 通知 ※受理

施工計画書 受理・確認

ポイント
実地と机上の2回に

分けて確認



１０－３．土（岩）の分類の境界変化時の処理フロー②

ポイント
実地確認後にUAVやLS
等の3次元計測を実施

※従来方式による場合は、段階確認（机上）を実施しません。
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受注者の実務内容 発注者の実務内容

臨場 段階確認（実地）

土（岩）の変化位置を確認

従来方式：レベルとテープ等により高さとCLからの離れを確認

３次元データ計測技術：確認した変化位置にマーキングを設置

土（岩）の質を確認

従来方式：シュミットハンマーなどで確認

３次元データ計測技術：シュミットハンマーなどで確認

土（岩）の変化位置

現状：－

３次元データ計測技術：確認用マーカーを含めて断面形状を測量します

臨場 段階確認（机上）

土（岩）の変化位置 土（岩）の変化位置を確認

従来方式：－ 従来方式：－

３次元データ計測技術：施工管理記録、写真等の資料を提示 ３次元データ計測技術：確認した変化位置にマーキングを設置

・自主管理の横断図を出来形管理図に転用します

確認書（実地分：土（岩）の質） 通知受理

確認書（机上分：土（岩）の変化位置） 通知受理



１０－３．土（岩）の分類の境界変化時の処理フロー③
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ポイント
確認結果を基に
変更設計図書化

受注者の実務内容 発注者の実務内容

・最後は全てを合成して出来形管理図表を作成します

設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない
場合

土（岩）の分離の境界不一致 協議 受理

設計図書の変更 指示

受理

了解

監督職員の確認を受けた書面 提出 受理

出来形管理資料（表、図面、写真） 提出



１０－４．岩線計測データの取得方法

79

空中写真測量
起工測量

空中写真測量①

空中写真測量②

空中写真測量③

取得方法の例１：
水平に盤下げし、その都度UAVまたはLS等の3次元計
測技術による測量にて土（岩）の分類の境界線を取得し
ます
スライス状に得られた境界線データを角（エッジ面）にし
てつなぎ合わせて土（岩）の分類の境界面データを得ま
す



１０－４．岩線計測データの取得方法
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空中写真測量①

空中写真測量②

空中写真測量③

空中写真測量④

空中写真測量
起工測量

取得方法の例２：
盤下げして岩面を表出し、その都度UAVまたはLS等の3
次元計測技術による測量にて土（岩）の分類の境界面
データを取得します
岩面データをつなぎ合わせて一つの土（岩）の分類の境
界面データを得ます



１０－４．岩線計測データの取得方法
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従来測量①

従来測量②

従来測量③

従来測量④

取得方法の例３：
盤下げして岩面を表出し、その都度従来の測量方法
（TSまたはレベルとテープ）で横断方向の岩線データを取
得します
横断方向の岩線データをつなぎ合わせて一つの土（岩）
の分類の境界面データを得ます

従来測量
起工測量

変化確認位置

従来測量①

従来測量②

従来測量③

従来測量①

従来測量②

従来測量③ ２
０

ｍ
２

０
ｍ



１０－５.部分払い用出来高計測

 出来高計測に基づく算出値を１００％計上しない場合、精度を落とした簡便な算出方法を利用できます。

 簡便な数量算出方法の精度確認については、検証点は天場上４００ｍ以内の間隔とし、精度は±２００ｍｍ以
内であれば良い。計測密度は0.25㎡(0.5m×0.5mメッシュ)あたり１点以上とします。

 地上画素寸法は、要求精度が0.2mであることを踏まえて３ｃｍ／画素以内とします。

 施工履歴データを用いる場合は、『施工履歴データによる土工の出来高算出要領 （案）』により算出します。

 ステレオ写真測量を用いる場合は『ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来高算出要領 （案）』
により算出します。
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出来高部分払い方式を選択した場合、簡便な数量算出方法としてＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技術に
よる地形測量やＩＣＴ建設機械の施工履歴データ、ステレオ写真測量を利用できます。
この時の部分払い出来高算出結果については、算出値の９割を上限に計上します。

留意点

例 ： 各種３次元計測技術又はＩＣＴ建設機械の施工履歴で、１０，０００ｍ３の出来高を確認
→ １０，０００ｍ３ × ９割 ＝ ９，０００ｍ３の出来高を計上
→ ９，０００ｍ３ × 単価 ＝ 設計額
→ 設計額 × 落札率 ＝ 請負代金相当額
→ 請負代金相当額× ９／１０ ＝ 部分支払い額 （８，０００ｍ３相当）



１０－６.新技術活用効果調査票の作成

 受注者は、ＩＣＴ活用技術の活用が終わり次第新技
術効果調査入力システムを使って新技術活用効果
調査表（施工者用）を作成し、提出用ファイルを提出
します。

 監督職員が、提出された新技術活用効果調査表の
内容を確認し、発注者用の部分を入力して取りまと
め先に提出します。
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新技術活用効果調査票の作成
新技術活用効果調査票のイメージ

※新技術効果調査入力システムは以下から入手できます
http://www.netis.mlit.go.jp/



１１．出来形管理
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 出来形管理時の実施内容と解説事項

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・施工管理3次元データのICT建機への搭載
・従来型ＵＡＶ、TLS、TS、RTK‐GNSS、UAVﾚｰ

ﾀﾞｰによる出来形計測
・データ処理

・出来形管理写真の撮影

・出来形管理帳票の作成 ・出来形管理帳票の受理・確認

・数量計算の方法の協議 ・数量計算の方法の受理・確認

・3次元設計データ及び設計数量の協
議

・3次元設計データ及び設計数量の受
理・確認

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

3次元設計データ及び設計数
量の協議

 受注者は、出来形計測箇所をＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技術によって出来形管理を行い、出来形管理帳票を
作成し、提出します。監督職員はその内容を確認します。



１１．出来形管理
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出来形計測箇所

出来形計測箇所の留意点

 ＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技術による出来形管理で計測する３次元座標は、天端面、法面の全ての範囲で３次
元座標値を取得し、出来形計測データを作成します。

 法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±５ｃｍ以内に存在する計測点は評価から外すことができます。

 また、法面の小段部に、側溝工などの構造物が設置されるなど土工面が露出していない場合、小段部の出来形
管理は、小段部に設置する工種の出来形管理基準及び規格値によることができます。

・計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全ての範囲で0.01㎡
(0.1m×0.1mメッシュ)に１点以上の出来形座標値を取得します。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ



・測定箇所は、平場面、天端面、法面の全面の標高較差または、水平較差とします。（現行の土木工事
施工管理基準に定められた基準高、法長、幅とは異なる ）

・法肩、法尻から水平方向にそれぞれ±５ｃｍ以内に存在する計測点は標高較差の評価から除きます。
・同様に鉛直方向に±５ｃｍ以内にある計測点は水平較差の評価から除きます。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

１１．出来形管理
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河川土工 道路土工

出来形管理基準及び規格値の留意点

注１：個々の計測値の規格値には計測精度として±５０ｍｍが含まれている。

注２：計測は天端面（掘削の場合は平場面）と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または、水平較差を算出する。計測密度は１点／ｍ２（平面投
影面積当たり）以上とする。

注３：法肩、法尻から水平方向に±５ｃｍ以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±５ｃｍ以内にある計測点は水平較差の評価から除く。
注４：評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。

※ここでの勾配は、鉛直方向の長さ１に対する水平方向の長さＸをＸ割と表したもの。



１１－１．従来型ＵＡＶの出来形写真管理
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従来型ＵＡＶ出来形写真管理基準の留意点

ＵＡＶ出来形管理を実施する場合、従来と比較して、以下の点が異なります。
①撮影頻度の変更
②従来型ＵＡＶで撮影した写真の納品をもって、写真撮影に代える

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

写真撮影例



１１－２．TLS,TS,RTK-GNSS,UAVﾚｰｻﾞｰによる出来形写真管理

出来形管理写真（例）

① 工事名
② 工種等
③ 出来形計測範囲

（始点側測点～終点側測点・左右の範囲）

黒板への記載項目

黒板(記載ｲﾒｰｼﾞ)

ＬＳ

ＴＬＳ、ＴＳ、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＵＡＶレーザーによる
出来形写真管理基準の留意点

ＴＬＳ、ＴＳ、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＵＡＶレーザーによる出来形管理を実施する場合、従来と比較して、以下の
点が異なります。

①撮影頻度の変更
②黒板への記載項目の軽減

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ
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・出来形管理資料を｢出来形帳票作成ソフトウェア」により作成することで、帳票を作成、保存、
印刷ができます。

・出来形管理帳票は、出来形確認箇所（平場、天端、法面）ごとに作成します。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

１１－３．出来形管理帳票の作成
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出来形管理帳票 作成の流れ

Ｓｔｅｐ１：出来形評価用データを作成

Ｓｔｅｐ２：３次元設計データと出来形評価用
データの各ポイントの離れ量を算出

Ｓｔｅｐ３：出来形計測結果の面的なばらつきの評価

0.01㎡(0.1m×0.1mメッシュ)に１点以上

1㎡(1m×1mメッシュ)に１点以上



１１－３．出来形管理帳票の作成
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作成帳票例（出来形管理図表）

・平均値
・最大値
・最小値
・データ数
・評価面積
・棄却点数

を表形式
で整理

・離れの計算結果
の規格値に対する
割合を示すヒート
マップとして
-100%～+100%の

範囲で結果を色分
け。

・±50%の前後、
±80%の前後が区

別できるように別の
色で明示。

・データのポイント毎
に結果をプロット。

規格値の50%以内に収まっている計測点の個数、規格値の80%以
内に収まっている計測点の個数を明示することが望ましい。

出来形管理帳票の作成時の留意点

 ３次元設計面と出来形評価用データの各ポイントとの離れ（標高較差あるいは水平較差）により出来形の良否判
定を行います。

 出来形管理基準上の管理項目の計算結果と出来形の良否の評価結果、及び設計面と出来形評価用データの
各ポイントの離れを評価範囲の平面上にプロットした分布図にて明示します。



・数量計算方法については、監督職員と協議を行います。
※標準とする体積算出方法は

① 点高法、② ＴＩＮ分割等を用いた求積、③ プリズモイダル法

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

１１－４．出来形数量の算出
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出来形数量 算出の流れ

Ｓｔｅｐ１：数量算出用に用いる面データを
作成

Ｓｔｅｐ２：施工前または事前地形データと数量算出に用いる面
データの各ポイントの離れ量から体積を算出

0.01㎡(0.1m×0.1mメッシュ)に１点以上

0.25㎡(0.5m×0.5mメッシュ)に１点以上

受注者は、契約条件として認められている場合は、 ＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技術による計測点群

データを基に平均断面法または、３次元ＣＡＤソフトウェア等を用いた方式により数量算出を行うことが
できます。



１１－５.数量算出（起工測量，岩線計測）

設計照査のための数量算出イメージ 設計変更（岩区分）のための数量算出イメージ

ＬＳ計測①
ＬＳ計測②

ＬＳ計測③

 取得した起工測量計測データ，岩線計測データ（どちらもＴＩＮデータ）と、３次元設計データ（ＴＩＮデータ）から
数量算出を行います。

 数量の算出方法は、平均断面法または、３次元ＣＡＤソフトウェア等を用いた方法があります。
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１２．電子成果品等の作成
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 電子成果品の作成の実施内容と解説事項

フロー 受注者の実務内容 監督職員の実務内容

・電子成果品の作成 ・電子成果品の受理・確認

・アンケート調査票【施工後】の作成 ・アンケート調査票【施工後】の受理・確
認

・施工合理化調査表の作成 ・施工合理化調査表の受理・確認

電子成果品の作成

アンケート調査票【施工後】の
作成

施工合理化調査表の作成

 受注者は、UAVやLS等の３次元計測技術による出来形管理では、出来形管理や数量算出の結果等の工事書
類（電子成果品）が、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納して提出します。監
督職員はその内容を確認します。

 電子納品要領の改訂で、電子納品の事前協議により従来のＣＤかＤＶＤに加えて、ブルーレイディスクの使用
が可能となりました。

 受注者は、アンケート調査票や施工合理化調査表を作成し、提出します。監督職員はその内容を確認し、取り
まとめ担当に提出します。



・格納するファイル名は、いずれの３次元計測技術による出来形管理資料が特定できるように記入します。
・トレーサビリティ確保のため、３次元出来形管理の全データを提出するものとします。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

１２－１．電子成果品の作成
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ファイル命名規則

電子成果品の作成・提出時の留意点

電子成果品として、以下のデータを「工事完成図書の電子納品等要領」で定める

「ＩＣＯＮ」フォルダに格納・提出します。

計測
機器

整理
番号

図面
種類

番号
改訂
履歴

内容 記入例

●●● 0 DR 001～ 0～Z ・３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ）） ●●●0DR001Z.拡張子

●●● 0 CH 001～ － ・出来形管理資料（出来形管理図表（ＰＤＦ）または、ビュワー付き３次元データ） ●●●0CH001.拡張子

●●● 0 IN 001～ － ・３次元計測技術による出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） ●●●0IN001.拡張子

●●● 0 EG 001～ － ・３次元計測技術による起工測量計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ） ●●●0EG001.拡張子

●●● 0 SO 001～ － ・３次元計測技術による岩線計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ） ●●●0SO001.拡張子

●●● 0 AS 001～ － ・３次元計測技術による出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ）） ●●●0AS001.拡張子

●●● 0 GR 001～ － ・３次元計測技術による計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） ●●●0GR001.拡張子

●●● 0 PO 001～ － ・工事基準点および調整用基準点データ（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル） ●●●0PO001.拡張子

３次元計測技術名 略称（●●●）

空中写真測量（無人航空機） UAV

地上型レーザースキャナー TLS

ＴＳ TS

ＴＳ（ノンプリズム方式） TSN

ＲＴＫ－ＧＮＳＳ GNSS

無人航空機搭載型レーザースキャナー ULS



１２－２.アンケート調査票

 受注者は、利用したICT活用技術により施工した結
果のアンケート調査票を提出します。（調査票によっ
ては、工事完成後の提出になることもあります。）

 監督職員はその内容を確認し、取りまとめ担当者に
提出します。
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アンケート調査票の提出
アンケート調査のイメージ



１２－３.施工合理化調査表

 監督職員から、施工合理化調査について指示する
場合があります。

 指示した場合は受注者が、施工合理化調査表を作
成し、提出します。

 監督職員はその内容を確認し、取りまとめ担当者に
提出します。

96

施工合理化調査表の作成
施工合理化調査表のイメージ



１３．検査
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 検査時の実施内容と解説事項

 検査職員は、書面検査時には、パソコンを使って、納品された電子成
果品を確認します。

 検査職員は、実地検査時には、現地に出向き設計値と実測値を計測
して確認します。

 検査終了後、監督職員及び検査職員により工事成績評定においての
ICT活用について評価を行います。

☆ポイント
電子で検査します。

フロー 受注者の実務内容 検査職員の実務内容

・ICT活用工事に係わる書面検査
・出来形計測に係わる書面検査

・ICT活用工事に係わる書面検査
・出来形計測に係わる書面検査

・出来形計測に係わる実地検査 ・出来形計測に係わる実地検査

フロー 受注者の実務内容 監督職員・検査職員の実務内容

・工事成績評定

実地検査

書面検査



１３－１．書面検査
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書面検査時の検査職員の確認内容の概要

 ＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技術を用いた出来形管理に係わる施工計画書の記載内容

施工計画書に記載された出来形管理方法について、監督職員が実施した「施工計画書の受理・記載
事項の確認結果」を工事打合せ簿で確認します。

 設計図書の３次元化に係わる確認

設計図書の３次元化の実施について、工事打合せ簿で確認します。

 ＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技術を用いた出来形管理に係わる工事基準点等の測量結果等

出来形管理に利用する工事基準点や標定点について、受注者から測量結果が提出されていることを、
工事打合せ簿で確認します。

 ３次元設計データチェックシートの確認

３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを受注者が確認した「３次元設計データ
チェックシート」が、提出されていることを工事打合せ簿で確認します。

 ＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技術を用いた出来形管理に係わる精度確認試験結果報告書の確認

ＵＡＶやＬＳ等の３次元計測技術を用いた出来形計測が適正な計測精度を満たしているかについて、
受注者が確認した「精度確認試験結果報告書」が、提出されていることを工事打合せ簿で確認します。



１３－１．書面検査
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書面検査時の検査職員の出来形管理の確認内容の概要

 ＵＡＶまたはＬＳ等の３次元計測技術を用いた出来形管理に係わる「出来形管理図表」の確認

出来形管理図表について、出来形管理基準に定められた測定項目、測定頻度並びに規格値を満足している
か否かを確認します。

バラツキについては、各測定値の設計との離れの規格値に対する割合をプロットした分布図の凡例に従い判
定します。

具体には分布図及び計測点の個数から判断してください。

また、８０％または５０％以内のデータ数が、８割以上か否かで判定してください。

出来形管理図表 作成例 （合格の場合） 出来形管理図表 作成例 （異常値有の場合）



 品質管理及び出来形管理写真の確認

「品質管理及び出来形管理写真基準」に基づいて撮影されていることを確認します。

 電子成果品の確認

出来形管理や数量算出の結果等の工事書類（電子成果品）が、「工事完成図書の電子納品等要領」で定
める「ICON」フォルダに格納されていることを確認します。

 アンケート調査票、施工合理化調査表、新技術活用計画書等の確認

アンケート調査票、施工合理化調査表、新技術活用計画書等が、提出されていることを工事打合せ簿で
確認します。

１３－１．書面検査
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書面検査時の検査職員の確認内容の概要

空中写真測量（ ＵＡＶ）による出来形管理の場合 ＴＬＳによる出来形管理の場合

・３次元設計データ（LandXML等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））
・出来形管理資料（出来形管理図表（ＰＤＦ）または、ビュワー付き3次元データ）
・ＴＬＳによる出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル）
・ＴＬＳによる出来形計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））
・ＴＬＳによる計測点群データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル）
・工事基準点および標定点データ（CSV、LandXML、SIMA等のポイントファイル）

・３次元設計データ（LandXML等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））
・出来形管理資料（出来形管理図表（ＰＤＦ）または、ビュワー付き3次元データ）
・ＴＳやＲＫＴ－ＧＮＳＳによる出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル）
・ＴＳやＲＫＴ－ＧＮＳＳによる出来形計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））
・ＴＳやＲＫＴ－ＧＮＳＳによる計測点群データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル）
・工事基準点データ（CSV、LandXML、SIMA等のポイントファイル）

ＴＳやＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理の場合

・３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））
・出来形管理資料（出来形管理図表（ＰＤＦ）または、ビュワー付き３次元データ）
・ＵＡＶレーザーによる出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル）
・ＵＡＶレーザーによる出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））
・ＵＡＶレーザーによる計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル）
・工事基準点および調整用基準点データ（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル）

ＵＡＶレーザーによる出来形管理の場合

・３次元設計データ（LandXML等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））
・出来形管理資料（出来形管理図表（ＰＤＦ）または、ビュワー付き３次元データ）
・従来型ＵＡＶによる出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル）
・従来型ＵＡＶによる出来形計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））
・従来型ＵＡＶによる計測点群データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル）
・工事基準点および標定点データ（CSV、LandXML、SIMA等のポイントファイル）
・従来型ＵＡＶで撮影したデジタル写真（jpgファイル）



１３－２．実地検査
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実地検査時の検査職員の出来形管理の確認内容の概要

検査職員は、受注者が準備するＴＳ等を用いて、現地で自らが指定した箇所の出来形計測を行い、３次元設デー
タの設計面と実測値との標高差が規格値内であるかを検査します。

検査の頻度は以下のとおりです。

ここでいう断面とは厳格に管理断面を示すものでなく、概ね同一断面上の数カ所の標高を計測することを想定して
います。

なお、新基準を適用できない場合は、従来の代表断面における幅、法長、基準高などの設計値と実測値の比較に
よる検査を行ってもよいこととなっています。ただし、検査頻度は、代表断面１断面です。



１３－２．実地検査

実地検査時の検査職員の出来形管理の確認手順の例

書面検査時

検査職員は、受注者に電子納品物から出来形管理データを表示してもらい、自らが指定した任意箇所の３次元設
データの設計面の位置（ｘ．ｙ）並びに標高（ｚ）、受注者が計測した出来形管理値の計測結果をメモします。

（場合によっては確認
手順が逆とする場合も
あります）

実地検査時

検査職員は、現地ではＴＳやＧＮＳＳローバーの誘導機能を使用して、自らが指定した箇所の出来形計測を行い、
３次元設データの設計面と実測値との標高差が規格値内であるかを検査します。（誘導機能が無いＴＳの場合は、
書面検査時に先行して受注者に任意箇所探索を依頼し、現地で検査）
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TS出来形管理用の基本設計
データの作成は必要ありません。

【参考】LandXML形式の3次元設計データを読み込むことが可能な機種もあります。受注者の準備する検査機器が対応して
いる場合は、現場端末で設計との標高較差を確認すること が容易に出来ます。

３級ＴＳでの後方交会法による位置座標の検索イメージ

検索

ターゲット

L1≦100m

ＧＮＳＳローバー

ＴＳ



１３－２．実地検査

103

出来形管理用ＴＳを用いた実地検査の内容の概要

TSによる出来形計測の任意断面メージ

任意管理断面
（3次元設計データあり）

3次元設計データイメージ

任意計測断面の
設計値を自動算
出

任意管理断面

∆H

NO.2＋15.312

任意点での高さの差が確認できる機能
①計測箇所の断面位置
②計測箇所における設計高さとの差

任意点の出来形管理

工事基準点

工事基準点
①．書面検査時に、任意の断面から平場或いは天端

の数点の「位置座標（Ｘ、Ｙ）」と３次元設計データの
設計面及び出来形管理の「標高（Ｚ）」を確認。

なお、ＴＳの場合は、器械位置算出のため、近接
する工事基準点が必要であるため、監督職員は工
事基準点を検査終了時まで使用できる状態にして
おくよう、受注者と調整。

②．実地検査で、①で確認した位置座標を・ＴＳのター
ゲット動かすことで探索。

③．①で確認した位置座標付近で標高を確認。（管理
は１ｍメッシュに１点）

④．確認した設計面の標高と比較して、標高差が規格
値内か確認。

⑤．数点②から繰り返し確認。



１３－２．実地検査
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GNSSローバーを用いた実地検査の内容の概要

GNSSローバーによる出来形計測の任意断面メージ

任意管理断面
（3次元設計データあり）

3次元設計データイメージ

任意計測断面の
設計値を自動算出

任意管理断面

∆H

NO.2＋15.312

任意点での高さの差が確認できる機能
①計測箇所の断面位置
②計測箇所における設計高さとの差

任意点の出来形管理

工事基準点

工事基準点

（基準局）

①．書面検査時に、任意の断面から平場或いは天端の数
点の「位置座標（Ｘ、Ｙ）」と３次元設計データの設計面及
び出来形管理の「標高（Ｚ）」を確認。

なお、ＧＮＳＳ（固定局方式）の場合は、器械位置算出
のため、近接する工事基準点が必要であるため、監督
職員は工事基準点を検査終了時まで使用できる状態に
しておくよう、受注者と調整（ＶＲＳ方式の場合は不要。） 。

②．実地検査で、①で確認した位置座標をＧＮＳＳ動かす
ことで探索。

③．①で確認した位置座標で標高を確認。（管理は１ｍメッ
シュに１点）

④．確認した設計面の標高と比較して、標高差が規格値内
か確認。

⑤．数点②から繰り返し確認。

※「ＶＲＳ方式」とは、ＶＲＳデータセンターとデータ通信することで、移動局単体
で観測できるＧＮＳＳローバーのことで、「ネットワーク型」ともいう。
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１３－３．工事成績評定

工事成績評定要領の運用についての改定箇所



１３－３．工事成績評定
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工事成績評定要領の運用における出来形のばらつきについての判定方法

・ヒートマップにおいて、±50％以内、±80％以内
の色区別により判定も可能であるが、原則、規格
値の50％以内の計測点数、規格値の80％以内
の計測点数とデータ数による割合で判定するも
のとする。

割合示すヒートマップと凡例

規格値上限

規格値下限

設計値

80
%

50
%

50
%

80
%

10割

10割

10割

8割

ばらつきが50%以内
に収まる点数の割合

＝1360/1700=8割

32



１３－３．工事成績評定

別紙－１⑥

考 査 項 目 １．創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト）

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫 【施工】 ●その他
□ 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。 □ その他
□ コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。
□ 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。
□ 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。
□ 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。 □ その他
□ 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。
□ 照明などの視界の確保に関する工夫。
□ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。
□ 運搬車両、施工機械等に関する工夫。 □ その他
□ 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。
□ 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。
□ 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。
□ 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。 □ その他
□ 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。
□ 情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確認段階技術に限る）を活用した工事。

（使用原則化工事を除く）　　※本項目は2点の加点とする
□ 特殊な工法や材料を用いた工事。 □ その他
□ 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。

【新技術活用】
「新技術活用」においては、以下の５項目により、複数の技術の評価を可能とするが、最大３点の加点とする。
以下の項目の評価にあたっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての □ その他
活用効果調査表を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、
発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。

登録技術 うち 事後評価未実施技術また 事後評価 「有用とされ 技術

工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 
細　　別

 ＩＣＴ活用工事を実施した場合、創意工夫における「情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確
認段階技術に限る）を活用した工事」において加点（２点）します。

 ＩＣＴ活用工事において、ＩＣＴを全面的に採用しない工事については、情報化施工を活用しても本項目では加点
対象としません。

 ＩＣＴ活用施工を途中で中止した工事についても加点対象としません。

 施工者希望Ⅰ型で、ＩＣＴ活用施工に「虚偽記載」が判明した場合等、履行しない場合にはペナルティの対象とし
ます（工事成績の減点）。

ＩＣＴ活用工事を実施した場合の評定内容の概要
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中国地方整備局 i-Constructionサポートセンター

• 『出前講座』も行っていますので、お気軽に申込みください
• 講座名：ICT活用工事の推進について

• 講座内容： ICT活用工事の概要とその推進への取組

• 主な対象：一般

• 出前範囲：中国５県

• 詳しい内容は
http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/account/kouza/goannai.html
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• 問合わせ先
中国地方整備局 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎサポートセンター

担当 企画部 技術管理課 （入札契約、積算、監督・検査、業務）

企画部 施工企画課 （ICT建設機械による施工）

電話 082-221-9231 FAX 082-227-5222
中国地方の取り組み等をウェブで公開してます。

「中国地方のｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」

URL：http://www.cgr.mlit.go.jp/icon/index.htm
※上記ウェブで「ご質問」を受け付けています。



参考：ＩＣＴ活用工事に関する２９の基準新設及び改定（平成２９年３月３１日公表）

文書の主旨 旧（15基準類及び情報化施工基準類） 新

・ＩＣＴ土工、ＩＣＴ舗装工、ＣＩ
Ｍの普及に関する基本方
針

通達名「ＩＣＴの全面的な活用の推進について」
ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針

01 通達名「ＩＣＴの全面的な活用の拡大について」
ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針

・上記基本方針の発注仕
様、積算に関する具体的
措置

通達名「ＩＣＴの全面的な活用の実施について」
（別紙１）～（別紙５）

02 通達名「ＩＣＴの全面的な活用の実施について」
（別紙１）～（別紙１０）

・詳細設計前の測量業務
等、公共測量として実施す
る場合の規定

UAVを用いた公共測量ﾏﾆｭｱﾙ 03 UAVを用いた公共測量ﾏﾆｭｱﾙ

－ 04 地上ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅを用いた公共測量ﾏﾆｭｱﾙ

・詳細設計時に３次元デー
タを作成する場合の規定

LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準
の 運用ガイドライン（案）

05 LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準
の 運用ガイドライン（案）

・ＩＣＴ活用（土工）工事にお
いて「施工者」が実施すべ
き起工測量～納品までの
一連の流れを規定（ＩＣＴ建
機による締固めを、除く）

「出来形管理要領」

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理要領（土工編）
（案）

06 地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）（案）

08 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）（案）

TSを用いた出来形管理要領（土工編） 10 TSを用いた出来形管理要領（土工編）

－ 12 TS（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）

－ 14 RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）
（案）

－ 16 無人航空機搭載型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）
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 ＩＣＴ土工の『カイゼン』にあたり、改定した１５基準類及び情報化施工で適用していた基準類（１／２）



参考：ＩＣＴ活用工事に関する２９の基準新設及び改定（平成２９年３月３１日公表）

文書の主旨 旧（15基準類及び情報化施工基準類） 新

・ＩＣＴ建機による締固めで
「施工者」がなすべき事項
を規定

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領 18 ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領

・ＩＣＴを活用した出来高部
分払いの既済部分検査時
の簡易数量確認の効率化
の対象技術とその手順を
規定

施工履歴ﾃﾞｰﾀによる土工の出来高算出要領
（案）

－（今回変更なし）

－ 20 ｽﾃﾚｵ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来
高算出要領（案）

・ＩＣＴ活用（土工）工事にお
いて「発注者（監督・検査
職員）」が実施すべき確認
行為や検査のﾎﾟｲﾝﾄを規
定

（ＩＣＴ建機による締固めを
除く）

「監督・検査要領」

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理の監督・検査
要領（土工編）（案）

07 地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理の監督・
検査要領（土工編）（案）

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管
理要領（土工編）（案）

09 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）（案）

ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工
編）

11ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）

－ 13 ＴＳ（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理の監督・検
査要領（土工編）（案）

－ 15 ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理の監督・検査要
領（土工編）（案）

－ 17 無人航空機搭載型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形
管理の監督・検査要領（土工編）（案）

・ＩＣＴ建機による締固めで
「発注者（監督・検査職
員）」が実施すべき確認行
為や検査のﾎﾟｲﾝﾄを規定

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領 19 ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領
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監督・検査要領の主旨はほとんど変わ
らない

 ＩＣＴ土工の『カイゼン』にあたり、改定した１５基準類及び情報化施工で適用していた基準類（２／２）



参考：ＩＣＴ活用工事に関する２９の基準新設及び改定（平成２９年３月３１日公表）

文書の主旨 旧（情報化施工基準類） 新

・ＩＣＴ活用（舗装工）工
事において「施工者」が
実施すべき起工測量～
納品までの一連の流れ
を規定

－ 21 地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理要領（舗
装工事編）（案）

ＴＳを用いた出来形管理要領（舗装工事編） 23 ＴＳを用いた出来形管理要領（舗装工事編）

・ＩＣＴ活用（舗装工）工
事において「発注者（監
督・検査職員）」が実施
すべき確認行為や検査
のﾎﾟｲﾝﾄを規定

－ 22 地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理の監督・
検査要領（舗装工事編）（案）

ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装
工事編）

24 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工
事編）
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 ICT舗装工の出来形管理に必要な基準類を策定・改定



参考：ＩＣＴ活用工事に関する２９の基準新設及び改定（平成２９年３月３１日公表）

文書の主旨 対照上位規定類 改定理由

・完成検査、中間技術
検査における検査項目
及び検査密度を規定

25 地方整備局土木工事検査技術基準（案） ・ＩＣＴ舗装工における実地検査密度が変更となるため。

・既済部分検査におけ
る検査項目及び検査密
度を規定

26 既済部分検査技術基準（案） ・ＩＣＴ舗装工における実地検査密度が変更となるため。

・施工者で行う施工管
理の管理項目、管理密
度及びその規格値を規
定する。出来形管理と
品質管理がある。

27 土木工事施工管理基準及び規格値（案） ・ＩＣＴ舗装工における面管理基準を新設するため。
・ＩＣＴ土工、ＩＣＴ舗装工で適用する出来形管理要領を本
基準に位置付けるため（出来形管理要領の規定優先す
る。）

・発注者に提出する写
真の撮影項目、撮影頻
度を規定

28 写真管理基準（案） ・ＩＣＴ土工、ＩＣＴ舗装工で適用する出来形管理要領を本
基準に位置付けるため。（出来形管理要領の規定優先
する。）

・数量算出の計算方法
や数字の丸め方等を規
定する。

29 土木工事数量算出要領（案） ・ＩＣＴ舗装工における面的な体積算出に対応するため。
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 先述の基準類策定・改定に合わせて変更した上位の規定



【参考】期待される機能と導入効果
従来型ＵＡＶを用いた出来形管理の活用により期待される機能と導入効果は、下図のとおり。
ＬＳについても同様。

◆測量から施工までのデータ統一化による工
事目的物の品質確保と業務の効率化

◆工事目的物の品質確保と業務の効率化
（３次元設計データ作成による再確認）

◆３次元ビューによる照査が可能

◆空中写真測量（UAV）による出来形計測等
の測量作業の効率化

◆工事目的物の品質確保
（面的な連続データによる確認が可能）

◆空中写真測量（UAV）活用による帳票作成、
検査の効率化

◆完成図書の効率的な作成

◆取得したデータの利活用による維持管理の
効率化

受発注者の導入効果
空中写真測量（UAV）

による施工管理

契 約 前
・測量および設計業務の実施

工事契約

現状機能 期待される機能

２次元データから３次元デー
タ作成
・設計寸法の再確認
・３次元データの契約図書化
空中写真測量（UAV）による
工事測量
・計測時間の短縮
３次元ビューの作成
・可視化による照査が可能

空中写真測量（UAV）による
出来形計測
・計測時間の短縮

空中写真測量（UAV）による
帳票作成
・自動作成
・転記ミス防止
出来形計測による数量算出
および横断図作成
・数量算出が可能
・起工測量、出来形横断図
の描画が可能

各業務におけるデー
タの統一

・取得したデータの利
活用

施 工 前
・設計図書の照査

（工事測量）
・施工計画書への反映
・工事基準点の設置

施 工 中
・出来形計測
・出来形管理、記録

施 工 後
・出来形管理資料の作成
・完成検査
（書面検査）の対応

現状 今後
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【参考】用語解説

• ３次元設計データの構成要素
→ 平面線形、縦断線形・横断面形状を構成要素とし、面的な補完計算

を行ったもの。

• ＴＩＮデータ
→ ＴＩＮ（不等三角網）とは、triangulated irregular networkの略。

地形や出来形形状などの表面形状を、３次元表示する、最も一般的
なデジタルデータ構造。

３次元設計データ ＴＩＮデータ 114



【参考】用語解説

• 計測点群データ
→ ３次元物体を、点の集合体で表したもの。

（拡大すると、デジタルカメラの画像のように「点」になる）
→ 計測で得られた、 ３次元座標値で地形や地物を示す点群データ。

データ処理（不要な点の削除・点密度調整など）前のデータ。
ＣＳＶやＬａｎｄＸＭＬなどで出力される。

• 出来形管理図（ヒートマップ）
→ ３次元設計データと出来形計測データを用いて、各ポイントの標高

較差（垂直離れ）を表した分布図。

計測点群データ 出来形管理図 115



【参考】 UAVの計測性能
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 地上画素寸法の確認方法の例

撮影素子の種類 撮影素子のサイズ 事例
フルサイズカメラ（35mm） 36mm×24mm
コンパクトカメラ（1/2.3型 ） 6.2mm×4.7mm
マイクロフォーサーズ 17.3mm×13mm

APS-C 24mm×16mm
キャノン 28.9×19
ニコン 23.6×15.7
ソニー 23.6×15.7

UAVで多く用いられているデジカメの例
キャノン Mシリーズ
ソニー ＮＥＸシリーズ
ニコン １シリーズ
パナソニック Lumix etc

L

W

H

∆H

∆L
∆W

 使用するカメラ Sony α6000 レンズ SEL16F28

飛行高度 H=50mの場合

L =50m/16mm×(2430/2470×23.5mm)=72.248m 72.248m / 6030画素=12.0mm > 1cm/画素以内 OUT

W=50m/16mm×(2430/2470×15.6mm)=47.960m 47.960m / 4030画素= 11.9mm > 1cm/画素以内 OUT

 使用するカメラ Sony α6000 レンズ SEL24F18Z

飛行高度 H=50mの場合

L =50m/24mm×(2430/2470×23.5mm)=48.165m 48.165m / 6030画素= 8.0mm < 1cm/画素以内 OK

W=50m/24mm×(2430/2470×15.6mm)=31.973m 31.973m / 4030画素= 7.9mm < 1cm/画素以内 OK

カメラカタログ 6030×4030=2430万画素

レンズカタログ

レンズカタログ

焦点距離(mm) 16

焦点距離(mm) 24

撮影素子 APS-Cｻｲｽﾞ(23.5x15.6mm)､”Exmor”APS HD CMOSｾﾝｻ-

カメラ有効画素数 約2430画素

総画素数 約2470画素

※本資料作成にあたり、以下を参考にしました。
ソニーマーケティング㈱ WWW.sony.jp/ichigan/products/ILCE-6000/




